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トピックス　  まちの話題  

交
通
安
全
祈
願
祭

交
通
安
全
祈
願
祭
（
主
催
・
大
鰐
町
交
通

安
全
協
会
）
が
４
月
７
日
早
朝
、
大
円
寺
本

堂
で
開
か
れ
、
約
20
人
が
出
席
し
、
町
の
交

通
安
全
を
祈
願
し
ま
し
た
。

同
協
会
の
山
田
範
正
会
長
は
「
子
供
達
が

安
心
し
て
通
学
で
き
る
よ
う
に
各
団
体
と
連

携
し
て
い
く
。
ま
た
、
大
鰐
町
で
は
死
亡
事

故
ゼ
ロ
が
続
い
て
い
る
の
で
、
継
続
し
て
い

く
」
と
挨
拶
を
し
ま
し
た
。

最
後
に
安
全
運
転
管
理
者
協
会
、
安
全
運

転
管
理
事
業
主
会
が
、
町
長
と
黒
石
警
察
署

長
代
理
で
副
署
長
に
対
し
、
飲
酒
運
転
追
放

宣
言
を
し
ま
し
た
。

大
鰐
小
学
校
入
学
式
が
開
か
れ

ま
し
た

大
鰐
小
学
校
の
入
学
式
が
４
月
７
日
、
同

校
体
育
館
で
行
わ
れ
、
男
子
19
人
、
女
子
26

人
が
入
学
し
ま
し
た
。

保
護
者
ら
が
見
守
る
中
、
新
一
年
生
は
、

少
し
緊
張
し
た
面
持
ち
で
し
た
が
、
担
任
の

先
生
か
ら
名
前
が
呼
ば
れ
る
と
元
気
に
返
事

を
し
て
い
ま
し
た
。

新
入
生
を
代
表
し
、
横
山
陽
向
さ
ん
と
大

平
清
乃
さ
ん
が
「
新
し
い
学
校
生
活
に
ド
キ

ド
キ
し
て
い
る
。
学
校
生
活
で
は
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
に
挑
戦
し
た
い
」
と
誓
い
の
言
葉
を

述
べ
ま
し
た
。

寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た

東
洋
建
物
管
理
株
式
会
社
（
七
尾
嘉
信
代

表
取
締
役
社
長
）
か
ら
３
月
22
日
、「
町
の

青
少
年
育
成
の
た
め
に
活
用
し
て
ほ
し
い
」

と
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

町
長
は
、「
次
世
代
を
担
う
町
の
子
供
た

ち
が
、
健
や
か
に
成
長
で
き
る
よ
う
大
切
に

使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
感
謝
を
述

べ
、
感
謝
状
を
贈
り
ま
し
た
。

寄
附
は
、
今
年
で
９
年
連
続
９
回
目
と
な

り
、
七
尾
代
表
取
締
役
社
長
は
、「
町
の
宝

で
あ
る
子
供
達
に
会
社
と
し
て
一
役
買
え
れ

ば
と
の
思
い
で
寄
附
を
し
て
い
る
。
今
後
も

大
鰐
町
の
発
展
に
貢
献
し
た
い
」
と
話
し
て

い
ま
し
た
。

弘
前
地
区
消
防
事
務
組
合
か
ら

表
彰
さ
れ
ま
し
た

令
和
５
年
１
月
13
日
に
大
鰐
町
内
で
発
生

し
た
建
物
火
災
に
お
い
て
、会
田
彰
一
さ
ん
、

雪
子
さ
ん
が
建
物
内
か
ら
要
救
助
者
を
救
出

し
、
人
命
の
危
機
回
避
に
つ
な
げ
た
と
し
て

４
月
10
日
、
弘
前
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防

長
よ
り
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
を
受
け
て
同
日
、
町
長
へ
報
告
し
ま

し
た
。



3 広報おおわに ５月号

令
和
四
年
度

大
鰐
温
泉
俳
句
箱　

年
間
最
優
秀
句

●
投
句
数　
小
・
中
学
生
の
部 　
　

五
九
九
句

高
校
・
一
般
の
部　

 　

一
三
二
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合　
　

計 　
　

七
三
一
句

手
古
奈
賞

●
小
・
中
学
生
の
部　
（
学
年
は
前
年
度
の
も
の
で
す
。）

春
す
ぎ
て
子
ど
も
ら
み
ん
な
風
の
よ
う　

 　

 　
　
　

大
鰐
小
学
校　

四
年　

鎌
田　

彩
吹

冬
に
し
か
見
え
な
い
足
あ
と
か
わ
い
い
な　
　

 　
　

 

大
鰐
小
学
校　

四
年　

阿
部
優
里
愛

う
ら
ら
か
な
日
ざ
し
の
中
で
う
と
う
と
と　
　
　

 　

 

大
鰐
小
学
校　

五
年　

石
塚　

心
望

焼
き
い
も
を
と
な
り
の
君
と
は
ん
ぶ
ん
こ　
　
　

 　

 

大
鰐
小
学
校　

六
年　

山
田
ひ
な
た

●
高
校
・
一
般
の
部

母
の
日
や
薄
化
粧
し
て
髪
染
め
て　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　

大
鰐
町　

大
川
千
時
子

出
来
秋
の
み
の
り
に
風
の
ゆ
る
や
か
に　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

大
鰐
町　

山
田　

フ
サ

湯
煙
の
奥
に
山
霧
重
な
り
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　
　
　
　

  

葛
城
市　

山
本　

栄
子

　
　

第
一
一
六
回 

俳
句
箱 

入
選
句

令
和
五
年
一
月
～
令
和
五
年
三
月

●
投
句
数　
　

小
・
中
学
生
の
部　

 　
　

一
七
四
句

高
校
・
一
般
の
部　
　
　
　

 　

四
句

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合　
　

計　

 　
　

一
七
八
句

優
秀
賞

●
小
・
中
学
生
の
部
（
学
年
は
前
年
度
の
も
の
で
す
。）　

こ
う
み
ん
か
ん
ピ
ア
ノ
が
た
の
し
い
あ
た
た
か
い　

  

大
鰐
小
学
校　

一
年　

佐
々
木
千
愛

雪
お
ち
て
大
き
い
か
ま
く
ら
こ
わ
れ
た
よ　
　
　

  　

大
鰐
小
学
校　

一
年　

對
馬　
　

雫

た
か
ら
さ
が
し
雪
の
中
か
ら
み
か
ん
二
こ　
　
　
　

  

大
鰐
小
学
校　

二
年　

葛
西　

咲
乃

12
月
赤
ち
ゃ
ん
う
ま
れ
て
う
れ
し
い
な　
　
　
　

  　

大
鰐
小
学
校　

三
年　

原
田　

椿
妃

雪
と
け
て
白
い
景
し
き
が
カ
ラ
フ
ル
に　
　
　

  　
　

大
鰐
小
学
校　

四
年　

伊
藤　
　

椿

冬
に
し
か
見
え
な
い
足
あ
と
か
わ
い
い
な　
　

  　
　

大
鰐
小
学
校　

四
年　

阿
部
優
里
愛

卒
業
歌
心
に
ひ
び
く
歌
声
が　
　
　
　
　

  　
　
　
　

大
鰐
小
学
校　

四
年　

鎌
田　

彩
吹

雪
と
け
て
や
ね
か
ら
水
が
ぽ
た
ぽ
た
と　
　

  　
　
　

大
鰐
小
学
校　

四
年　

森
山　

仁
子

う
ら
ら
か
な
日
ざ
し
の
中
で
う
と
う
と
と　
　

  　
　

大
鰐
小
学
校　

五
年　

石
塚　

心
望

マ
ス
ク
取
り
み
ん
な
と
笑
顔
卒
業
式　
　

  　
　
　
　

大
鰐
小
学
校　

六
年　

神　
　

歩
未

●
高
校
・
一
般
の
部

露
天
風
呂
顔
に
ひ
ん
や
り
ぼ
た
ん
雪　
　
　
　
　
　

           　
　

  

明
石
市　

橋
詰　

清
美

湯
煙
に
頬
染
め
る
君
衾
雪　
　
　
　
　
　
　

          　
　
　
　
　

   

東
京
都　

小
坂　

利
功
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安全・安心な町へ　  町政指針

私
は
、
財
政
の
健
全
化
・
持
続
可
能
な
財

政
運
営
の
確
立
を
最
優
先
課
題
と
し
て
、
町

民
の
皆
様
や
議
員
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
受
け
、
職
員
と
一
丸
と
な
っ
て
様
々
な

行
財
政
改
革
を
行
い
町
政
運
営
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
過
去
の
リ

ゾ
ー
ト
開
発
失
敗
に
よ
り
陥
っ
て
い
た
財
政

健
全
化
団
体
か
ら
早
期
脱
却
し
、
以
後
の
健

全
化
判
断
比
率
等
も
順
調
に
推
移
し
て
お

り
、
財
政
状
況
は
よ
う
や
く
安
定
し
つ
つ
あ

る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
更
に
令
和

４
年
度
末
に
は
、
こ
れ
ま
で
積
み
立
て
て
き

た
減
債
基
金
か
ら
第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推

進
債
の
一
部
を
繰
上
償
還
し
、
当
初
66
億
１

千
７
百
万
円
あ
っ
た
借
入
額
を
20
億
５
千
万

円
ほ
ど
ま
で
縮
減
い
た
し
ま
し
た
。
行
政
需

要
が
複
雑
多
様
化
す
る
中
、
引
き
続
き
財
政

規
律
を
堅
持
し
て
効
率
的
で
効
果
的
な
財
政

運
営
を
推
進
し
つ
つ
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
し
ま

し
て
も
、
度
重
な
る
感
染
拡
大
の
中
、
感
染

拡
大
防
止
や
、ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
の
整
備
、

さ
ら
に
は
地
域
経
済
の
回
復
や
町
民
の
皆
様

の
暮
ら
し
の
安
定
の
た
め
、
必
要
な
対
策
を

様
々
講
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

国
際
的
な
原
材
料
価
格
の
上
昇
や
円
安
の

影
響
等
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
密
接
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
や
食
料
品
等
の
物
価
高
騰
が
続
い
て

お
り
ま
す
が
、
今
後
も
国
や
県
の
方
針
や
財

政
支
援
策
等
を
注
視
し
、
町
民
の
皆
様
の
安

全
で
安
心
な
暮
ら
し
を
維
持
し
、
そ
し
て
地

域
経
済
を
守
り
発
展
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め

に
、
必
要
な
対
策
を
し
っ
か
り
と
実
施
し
て

ま
い
り
ま
す
。

重
要
課
題
で
あ
る
人
口
減
少
の
克
服
、
町

の
主
産
業
で
あ
る
農
業
へ
の
多
面
的
な
支
援

対
策
、
産
業
振
興
及
び
観
光
振
興
な
ど
に
つ

き
ま
し
て
は
、今
後
も
積
極
的
に
取
り
組
み
、

町
の
魅
力
ア
ッ
プ
に
努
め
、
若
い
世
代
の
起

業
や
創
業
に
関
わ
る
支
援
の
充
実
も
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、「
湯
の
郷
お
お
わ
に
健
康
長
寿
宣

言
」
の
下
、
様
々
な
健
康
推
進
事
業
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
が
、
令
和
４
年
度
か

ら
高
校
生
ま
で
に
拡
大
し
た
医
療
費
無
料
化

を
継
続
し
、
産
婦
検
診
の
費
用
助
成
な
ど
、

子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
町
の
実
現
を
目

指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

町
立
診
療
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
よ
う
や

く
昨
年
度
末
に
建
物
が
竣
工
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
工
事
に
あ
た
り
地
域
の
皆
様
や

町
立
大
鰐
病
院
を
ご
利
用
の
皆
様
に
は
、
工

事
車
両
の
出
入
り
や
騒
音
等
で
ご
迷
惑
や
ご

不
便
を
お
掛
け
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
は
順

次
、
診
療
設
備
等
の
導
入
を
進
め
、
今
夏
の

開
所
を
目
途
に
、
本
町
に
と
っ
て
最
善
な
医

療
施
設
と
し
て
整
備
し
て
ま
い
り
ま
す
。

役
場
庁
舎
建
て
替
え
の
検
討
に
つ
き
ま
し

て
は
、
今
年
度
か
ら
本
格
的
に
開
始
す
る
べ

く
、
役
場
内
の
推
進
体
制
の
ほ
か
、
外
部
委

員
に
よ
る
検
討
委
員
会
な
ど
、
新
庁
舎
建
設

に
係
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。
町
民
の
誰
も
が
親
し
み
を
持
ち
、
安

全
で
利
用
し
や
す
く
、
か
つ
職
員
が
働
き
や

す
い
施
設
を
目
指
し
て
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　　

こ
の
他
、
老
朽
化
や
利
用
を
休
止
し
て
い

る
施
設
等
の
利
活
用
の
検
討
や
解
体
撤
去
等

も
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
引
き
続
き

基
金
へ
の
積
立
て
等
に
よ
り
財
源
を
確
保

し
、
各
種
施
設
の
計
画
的
な
更
新
整
備
及
び

維
持
管
理
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

第
６
次
大
鰐
町
振
興
計
画
に
つ
き
ま
し
て

は
、「
安
全
・
安
心
」
に
「
健
や
か
」
で
「
心

豊
か
」な
暮
ら
し
が
で
き
る
ま
ち
を
目
指
し
、

「
地
域
共
生
社
会
の
実
現
」
を
基
本
理
念
と

し
て
「
わ
に
な
っ
て　

み
ん
な
ポ
カ
ポ
カ　

大
鰐
町
」
を
ま
ち
の
将
来
像
に
掲
げ
、
今
後

10
年
間
の
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
し
て
策
定

し
ま
し
た
。
町
民
一
人
ひ
と
り
が
繋
が
り
大

き
な
輪
に
な
る
こ
と
で
、皆
様
が
「
温
か
い
」

と
感
じ
、
そ
し
て
「
住
み
た
い
、
住
み
続
け

た
い
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

今
後
も
議
会
と
連
携
し
な
が
ら
、
職
員
と

一
体
と
な
っ
て
町
政
運
営
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
引
き
続
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

令
和
５
年
度
町
政
指
針

大鰐町長　山田 年伸
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　第一回大鰐町議会定例会　  議案審議
大
鰐
町
議
会 

第
一
回
定
例
会

議
案
審
議

■
令
和
五
年
度
当
初
予
算

今
回
議
決
さ
れ
た
案
件
の
う

ち
、
令
和
五
年
度
の
一
般
会
計
予

算
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五
十

八
億
八
千
万
円
で
、
前
年
度
当
初

予
算
に
比
べ
る
と
、五
・
九
％
（
三

億
六
千
七
百
万
円
）
の
減
額
と
な

り
ま
し
た
。

【
歳
入
】

一
般
会
計
予
算
の
う
ち
、
町

税
、
分
担
金
及
び
負
担
金
、
諸
収

入
な
ど
の
自
主
財
源
が
九
億
六
千

二
百
五
十
九
万
四
千
円
で
、
歳
入

総
額
の
十
六
・
四
％
に
あ
た
り
、

前
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
、
一
億

千
八
百
二
万
四
千
円
の
増
額
と
な

り
ま
し
た
。

ま
た
、
地
方
交
付
税
、
国
庫
・

県
支
出
金
、
町
債
な
ど
の
依
存
財

源
は
四
十
九
億
千
七
百
四
十
万
六

千
円
で
、
歳
入
総
額
の
八
十
三
・

六
％
を
占
め
、
前
年
度
当
初
予
算

に
比
べ
、
四
億
八
千
五
百
二
万
四

千
円
の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。

【
歳
出
】

　

一
般
会
計
歳
出
予
算
を
性
質
別

に
み
る
と
、
職
員
給
、
特
別
職
給
、

議
員
報
酬
な
ど
の
人
件
費
が
七
億

八
千
二
百
十
九
万
七
千
円
（
歳
出

総
額
の
十
三
・
三
％
）、
長
期
債

の
返
済
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
公
債

費
が
六
億
千
九
百
四
十
万
六
千
円

（
同
十
・
五
％
）、
国
民
健
康
保
険
、

介
護
保
険
及
び
公
共
下
水
道
事
業

な
ど
の
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
が

十
億
六
千
百
二
万
円
（
同
十
八
・

〇
％
）、
道
路
や
建
物
な
ど
の
建

設
、
災
害
復
旧
を
行
う
た
め
の
投

資
的
経
費
は
十
億
二
百
六
十
三
万

千
円
（
同
十
七
・
一
％
）
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
次
ペ
ー
ジ
で
新
年
度
予

算
の
概
要
に
つ
い
て
、
図
表
で
説

明
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
各
特
別
会
計
予
算
で

は
、
病
院
事
業
会
計
予
算
の
収
益

的
収
入
が
一
億
七
千
九
百
七
十
一

万
八
千
円
（
対
前
年
度
比
三
億
六

千
四
十
七
万
四
千
円
減
）、
収
益

的
支
出
が
三
億
千
七
百
七
十
三
万

七
千
円
（
同
三
億
三
千
六
百
九
千

円
減
）、
資
本
的
収
入
及
び
支
出

が
五
百
十
四
万
二
千
円
（
同
九
十

五
万
九
千
円
減
）、
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
予
算
が
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
十
四
億
七
千
九
百
五
十
八

万
三
千
円
（
同
一
億
九
千
九
百
六

十
四
万
円
増
）、
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
予
算
が
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
一
億
三
千
六
百
十
五
万
三

千
円
（
同
二
百
九
十
五
万
九
千
円

減
）、
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

が
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
五
億
八

千
四
百
五
十
八
万
二
千
円
（
同

千
百
三
十
六
万
六
千
円
増
）、
温

泉
事
業
特
別
会
計
予
算
が
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
九
百
五
十
二
万

八
千
円
（
同
千
二
十
三
万
三
千
円

増
）、
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

予
算
が
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
九
千

六
百
万
円
（
同
千
二
百
十
二
万
四

千
円
減
）、
公
共
下
水
道
事
業
特

別
会
計
予
算
が
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
四
億
四
千
三
百
五
十
八
万
四
千

円
（
同
千
二
百
五
十
三
万
円
減
）、

大
鰐
財
産
区
特
別
会
計
予
算
が
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
五
百
八
十

五
万
九
千
円
（
同
一
万
二
千
円

減
）、
蔵
館
財
産
区
特
別
会
計
予

算
が
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
四

百
万
円
（
同
八
十
九
万
四
千
円
）

に
加
え
て
、
新
た
に
設
置
し
た
診

療
所
事
業
特
別
会
計
予
算
で
は
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
三
億
九
千
九
百

二
十
八
万
二
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

■
令
和
四
年
度
補
正
予
算

令
和
四
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
十
三
号
）
で
は
、
最
終
の

需
要
を
見
込
み
、
ま
た
事
務
事
業

の
確
定
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ
れ
調
整

を
加
え
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
十
億
七

千
六
百
六
十
二
万
七
千
円
を
追
加

し
、
一
般
会
計
予
算
の
総
額
は
七

十
九
億
九
千
九
百
十
二
万
円
と
な

り
ま
し
た
。

主
な
補
正
は
、
繰
越
明
許
費
と

し
て
設
定
し
た
大
鰐
小
学
校
及
び

中
学
校
の
校
舎
及
び
体
育
館
に
お

け
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
改
修
並
び
に
校
舎

の
空
調
設
備
設
置
事
業
費
一
億
六

千
七
百
四
十
九
万
千
円
、
令
和
４

年
８
月
大
雨
災
害
に
係
る
国
庫
補

助
事
業
の
災
害
復
旧
費
二
千
五
百

五
十
二
万
七
千
円
、
ま
た
病
院
事

業
会
計
補
助
金
四
千
万
円
追
加
し

た
も
の
な
ど
で
す
。

こ
れ
に
対
応
す
る
財
源
と
し

て
、
町
債
を
一
億
二
百
万
円
、
国

庫
支
出
金
一
億
千
五
百
三
十
六
万

八
千
円
増
額
す
る
な
ど
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
業
に
関
連
し
た
歳
入
を

調
整
し
ま
し
た
。
そ
の
他
、
繰
越

明
許
費
及
び
地
方
債
の
補
正
を
し

た
も
の
で
す
。

ま
た
、
各
特
別
会
計
予
算
に
つ

い
て
も
令
和
四
年
度
の
最
終
需
要

を
見
込
ん
で
予
算
を
補
正
し
た
も

の
で
す
。

■
条
例
等
の
制
定
・
廃
止
・

一
部
改
正

▽
大
鰐
町
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例

▽
大
鰐
町
長
等
の
損
害
賠
償
責
任

の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例

▽
大
鰐
町
非
常
勤
特
別
職
職
員
の

報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
特
別
会
計
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
社
会
福
祉
法
人
が
行
う

事
業
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
道
路
法
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

▽
大
鰐
町
議
会
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
条
例

情
報
公
開
制
度
の
実
施
状
況

及
び
個
人
情
報
保
護
制
度
の

運
用
状
況

大
鰐
町
情
報
公
開
条
例
第
20
条

及
び
大
鰐
町
個
人
情
報
保
護
条
例

第
29
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

４
年
度
の
実
施
状
況
及
び
運
用
状

況
を
公
表
し
ま
す
。

※
１
件
の
請
求
に
対
し
複
数
の
開

示
決
定
等
が
あ
る
も
の
は
、
重
複

し
て
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

■
情
報
公
開
条
例
に
よ
る
公

文
書
の
開
示
の
実
施
状
況

▼
町
長
部
局

【
請
求
10
件
・
開
示
７
件
・
部
分

開
示
２
件
・
非
開
示
１
件
・
不
存

在
１
件
】

■
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用

状
況

▼
町
長
部
局

【
請
求
29
件
・
開
示
29
件
】

広報おおわに ５月号



6

図表でわかる！　  大鰐町一般会計

歳　　出

議会費
63,258

（1.1％）

総務費
811,876

（13.8％）

民生費
1,550,969
（26.4％）

衛生費
946,258

（16.1％）

農林水産業費
206,722

（3.5％）

商工費
101,753

（1.7％）

土木費
728,695

（12.4％）

消防費
279,078

（4.7％）

教育費
493,182

（8.4％）

公債費
619,406

（10.5％）

災害復旧費
4,019

（0.1％）

諸支出金
61,224

（1.0%）

その他
13,560

（0.3％）

目的別の内訳 （単位：千円）

歳　　入

町民税
227,771

（36.4％）

固定資産税
307,562

（49.1％）

軽自動車税
35,425

（5.7％）

町たばこ税
46,984

（7.5％）

入湯税
8,008

（1.3％）

都市計画税
90

（0.0％）

その他
67,559

（1.3％）

地方交付税
2,965,949
（50.4％）

地方消費税交付金
211,000
（3.6％）

繰入金
204,900
（3.5％）

寄附金
22,001（0.4％）

諸収入
61,541（1.0％）

町債
688,000

（11.7％）

国庫支出金
613,622

（10.4％）

町税
625,840

（10.6％）

県支出金
349,588
（5.9％）

歳入総額
5,880,000
　　　　千円

地方譲与税
70,000

（1.2％）

令和５年度　対前年度比で 5.9％の減額

まちづくりに 58 億８千万円

町税の内訳（単位：千円）

令和５年度一般会計

人件費
782,197

（13.3％）

補助費等
716,672

（12.2％）

維持補修費
159,129
（2.7％）

扶助費
677,438

（11.5％）
歳出総額
5,880,000
　　　　千円

普通建設事業費
998,612

（17.0％）

積立金
94,191

（1.6％）
その他
15,319

（0.3％）

公債費
619,406

（10.5％）

繰出金
1,061,029
（18.0％）

物件費
756,007

（12.9％）
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大鰐町の家計簿
　令和５年度一般会計当初予算について掲載しておりますが、町民の皆様に予算をより身近に感じていただくた
めに、大鰐町の一般会計予算を家計簿に置き換えてみました。
　１年間の家計の収入と支出を令和５年度一般会計予算総額58億８千万円の千分の１となる588万円とすると
次のようになります。

◎収　入 ◎支　出

項目 金額 予算上の区分

給与収入 625,840円 町税

パート収入 126,854円 分担金、負担金、
使用料等

貯金の取崩し 204,900円 繰入金

繰越金 5,000円 繰越金

親からの援助 4,229,406円 地方交付税
国県支出金等

銀行からの借入 668,000円 町債

収入合計 5,880,000円

※参　考

貯金残高 2,460,101円
令和３年度末

借金残高 7,850,367円

項目 金額 予算上の区分

食費 782,197円 人件費

医療費 677,438円 扶助費

借金の返済 619,406円 公債費

光熱水費 756,007円 物件費

車や家具の修理代 159,129円 維持補修費

保険料、町会費等 716,672円 補助費等

貯金 94,191円 積立金

子どもへの仕送り 1,061,029円 繰出金

自宅の増改築費等 1,002,631円 普通建設事業費
災害復旧事業費

その他 11,300円 貸付金
予備費

支出合計 5,880,000円

このように、給与収入やパート収入だけでは賄えないため、収入の約７割を親からの援助に頼らなくてはな
らない状況にあります。

また、支出について、今後は車・家具、自宅の老朽化による出費の増加が見込まれるため、食費や光熱水費
等の節約を基本に、建物等の財産を適正規模にするなどして、修理代や改築費の計画的な執行が必要となります。

貯金
94,191円 車や家具の修理代

159,129円

食費
782,197円

医療費
677,438円義務的経費

2,079,041円

借金の返済
619,406円

光熱水費
756,007円

保険料、町会費等
716,672円

子どもへの仕送り
1,061,029円

その他の経費
2,798,328円

その他
11,300 円

投資的経費
1,002,631円

自宅の増改築費等
1,002,631円

支出総額

5,880,000円

依存財源
4,917,406円

親からの援助
4,229,406円

銀行からの借入
688,000円

歳入総額

５,880,000円

給与収入
625,840円

パート収入
126,854円

貯金の取崩し
204,900円

繰越金
５,000円

自主財源
962,594円
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①
除
雪
作
業
及
び
町
直
営
の
除
雪
隊
の
体
制

に
つ
い
て

②
学
童
保
育
及
び
病
児
保
育
に
つ
い
て

③
町
民
農
園
再
開
及
び
町
民
農
園
問
題
に
つ

い
て

　
　
　

①
除
雪
作
業
及
び
体
制
に
つ
い
て
次

　
　
　

の
点
を
伺
う
。

（
一
）
役
場
庁
舎
、
小
中
学
校
、
大
鰐
病

院
等
、町
関
連
の
施
設
の
各
駐
車
場
や
歩
道
、

庁
舎
及
び
小
学
校
近
辺
の
道
路
の
除
雪
作
業

に
つ
い
て
、
雪
道
で
の
利
用
者
の
安
全
確
保

の
観
点
か
ら
降
雪
時
ご
と
に
路
線
の
除
雪
か

ら
切
り
離
し
、
除
雪
が
で
き
な
い
も
の
か
。

（
二
）
町
の
直
営
の
除
雪
を
見
る
と
、
請

負
業
者
が
除
雪
車
一
台
で
行
っ
て
い
る
の
と

同
等
の
作
業
を
複
数
台
で
行
っ
て
い
る
作
業

が
多
々
見
ら
れ
る
。
タ
イ
ヤ
シ
ョ
ベ
ル
と

ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
を
分
け
て
単
車
で
の
作

業
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
が
今
後
の
体
制
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
　
　

①
（
町
長
）　

　
　
　
（
一
）
現
在
、
学
校
・
公
共
施
設
な

ど
の
除
雪
作
業
に
つ
い
て
は
、
道
路
除
雪
と

連
動
し
出
動
し
て
い
る
。
今
年
の
よ
う
な
深

夜
の
降
雪
で
は
除
雪
作
業
が
困
難
な
た
め
、

学
校
・
公
共
施
設
な
ど
に
も
除
雪
が
入
ら
な

い
状
態
で
あ
る
。
学
校
・
公
共
施
設
等
の
除

雪
体
制
の
切
り
離
し
に
つ
い
て
は
、
町
民
が

利
用
し
や
す
く
、
不
便
を
感
じ
さ
せ
な
い
た

め
に
も
除
雪
体
制
を
見
直
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

（
二
）
タ
イ
ヤ
シ
ョ
ベ
ル
と
ロ
ー
タ
リ
ー

除
雪
車
と
の
連
携
除
雪
に
つ
い
て
は
、
道
路

部
分
の
拡
幅
除
雪
の
必
要
性
か
ら
実
施
し
て

い
る
。
歩
道
や
橋
梁
部
分
な
ど
に
も
置
き
雪

を
極
力
少
な
く
す
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

る
た
め
、
常
時
出
動
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も

更
な
る
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
の
効
率
的
・
効

果
的
な
運
用
に
努
め
る
。

　
　
　

②
学
童
保
育
及
び
病
児
保
育
に
つ
い

　
　
　

て
次
の
点
を
伺
う
。

（
一
）
学
童
保
育
の
場
所
が
福
祉
セ
ン

タ
ー
で
あ
り
約
一
・
六
キ
ロ
ほ
ど
と
、
低
学

年
の
児
童
に
は
遠
い
と
思
わ
れ
る
。
道
路
幅

の
狭
い
箇
所
も
あ
り
、
冬
期
間
の
雪
道
で
は

危
険
と
隣
合
わ
せ
に
あ
る
と
思
う
。
児
童
安

全
の
確
保
の
た
め
に
送
迎
バ
ス
の
再
考
を
お

願
い
し
た
い
。

（
二
）
子
育
て
世
代
へ
の
各
種
給
付
金
が

出
て
い
る
が
、
病
気
の
子
供
を
預
か
っ
て
く

れ
る
施
設
が
大
事
だ
と
考
え
る
。
核
家
族
化

が
進
み
、
夫
婦
共
働
き
で
子
供
が
病
気
の
時

に
親
御
さ
ん
ど
ち
ら
か
が
休
み
を
と
っ
て
面

倒
を
見
る
の
が
多
数
だ
と
思
わ
れ
、
こ
れ
で

は
せ
っ
か
く
の
給
付
金
が
生
活
費
に
消
え
て

し
ま
う
世
帯
も
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
給

付
金
を
子
供
に
使
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に

病
児
保
育
施
設
な
ど
の
開
設
の
考
え
は
あ
る

の
か
伺
い
た
い
。

　
　
　

②
（
町
長
）

　
　
　
（
一
）
小
学
校
が
統
合
し
た
当
初
は
、

ス
ポ
ー
ツ
バ
ス
を
使
っ
て
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ

特
例
で
送
迎
を
実
施
し
て
い
た
。
し
か
し
、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
通
っ
て
い
な
い
児
童

が
利
用
し
た
こ
と
や
、
徒
歩
圏
内
の
保
護
者

か
ら
批
判
が
出
る
な
ど
様
々
な
問
題
が
発
生

し
た
た
め
、
一
年
足
ら
ず
で
中
止
し
た
。
ま

た
、
子
供
た
ち
が
歩
く
と
い
う
こ
と
は
、
健

康
面
は
も
ち
ろ
ん
、
精
神
面
や
脳
の
発
達
な

ど
、
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
環
境
や
生

活
習
慣
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
歩
く
機
会
が

減
っ
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
歩
か
せ
る
と

町政ここが聞きたい　  議会だより 

３３月月

定例町議会定例町議会

一 般 質 問
三　浦　道　広　議員
藤　田　賀津彦　議員
山　谷　博　子　議員
内　海　繁　勝　議員

　　
４名登壇

三浦 道広 議員

問

答問

答
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い
う
選
択
肢
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
子
供
た
ち
の
安
全
が
第
一
で
す

の
で
、
小
学
校
や
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
区

住
民
の
方
々
と
、
引
き
続
き
協
議
し
ま
す
の

で
、
御
理
解
を
お
願
い
し
た
い
。

（
二
）
本
町
に
は
、
病
児
保
育
を
実
施
し

て
い
る
施
設
は
な
い
が
、弘
前
市
に
お
い
て
、

病
児
対
応
型
が
一
箇
所
、
病
後
児
対
応
型
が

二
箇
所
あ
り
、
大
鰐
町
民
も
利
用
で
き
る
。

令
和
三
年
度
、
利
用
の
登
録
者
が
五
名
あ
っ

た
が
、
実
際
に
利
用
し
た
方
は
い
な
か
っ

た
。
病
児
保
育
の
実
施
に
は
様
々
な
要
件
が

あ
り
、
専
用
ス
ペ
ー
ス
や
、
看
護
師
及
び
保

育
士
の
配
置
、
医
療
機
関
と
の
連
携
な
ど
が

必
要
と
な
る
。
町
と
し
て
は
、
利
用
者
が
非

常
に
少
な
い
た
め
、
弘
前
市
の
事
業
の
周
知

を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　

③
町
民
農
園
再
開
及
び
町
民
農
園
問

　
　
　

題
に
つ
い
て
次
の
点
を
伺
う
。

（
一
）
先
般
三
年
半
に
及
ぶ
町
民
農
園
問

題
が
訴
訟
判
決
に
よ
り
解
決
し
た
。
農
園
を

借
り
て
い
た
町
民
の
方
数
名
か
ら
、
町
民
農

園
再
開
を
お
願
い
さ
れ
て
い
る
。
農
園
再
開

の
予
定
は
あ
る
の
か
伺
い
た
い
。

（
二
）
解
決
に
三
年
半
を
費
や
し
た
町
民

農
園
問
題
。
多
額
の
税
金
が
使
わ
れ
た
こ
の

一
件
を
町
民
皆
さ
ん
が
わ
か
る
よ
う
に
お
知

ら
せ
す
る
べ
き
だ
と
思
う
。
時
系
列
で
も
よ

い
の
で
町
民
の
方
が
こ
の
問
題
の
内
容
を
正

確
に
わ
か
る
よ
う
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
時
間

が
か
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
す
べ
て
の
費
用

を
町
民
誰
も
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
町
の
広
報

で
知
ら
せ
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
町
長
の
見

解
を
伺
い
た
い
。

　
　
　

③
（
町
長
）

　
　
　
（
一
）
町
民
農
園
区
域
内
に
来
園
者

の
駐
車
場
を
整
地
す
る
た
め
、
農
地
法
に
よ

る
一
部
転
用
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
申
請
を

三
月
下
旬
の
町
農
業
委
員
会
総
会
に
付
議

し
、
五
月
中
旬
頃
の
県
知
事
許
可
を
想
定
し

て
い
る
。
許
可
後
に
、
駐
車
場
整
地
に
着
手

し
、
完
了
の
見
込
み
を
五
月
末
頃
か
ら
六
月

上
旬
と
見
込
ん
で
い
る
。
再
開
に
つ
い
て
は

そ
れ
以
降
と
考
え
て
い
る
。

（
二
）
議
会
の
百
条
委
員
会
調
査
報
告
書
に

も
記
載
の
と
お
り
、
問
題
の
根
本
は
令
和
元

年
八
月
、
町
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
意
識
、
連
携
不

足
が
招
い
た
事
案
で
あ
る
。 

令
和
三
年
十

月
、
原
告
か
ら
損
害
賠
償
請
求
の
訴
状
が
送

達
さ
れ
て
以
来
、
よ
う
や
く
二
月
十
日
、
判

決
が
確
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
案
の
概

要
、
裁
判
費
用
の
発
生
、
遅
延
損
害
金
等
、

町
が
負
担
す
る
金
額
の
比
較
を
含
め
て
、
時

系
列
と
し
て
整
理
し
、
広
報
等
で
公
表
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

①
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
集
客
対
策
、
町
内
の

Ｗ
ｉ
｜

Ｆ
ｉ
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
整
備
の
進

捗
に
つ
い
て

②
大
鰐
町
廃
校
施
設
の
利
用
に
つ
い
て

③
次
年
度
の
お
お
わ
に
冬
季
観
光
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
に
つ
い
て

　
　
　

①
日
本
政
府
観
光
局
（
Ｊ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
）

　
　
　

は
二
〇
三
〇
年
度
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
集

客
目
標
を
六
千
万
人
に
掲
げ
、
そ
れ
に
伴
い

観
光
庁
は
地
方
の
積
極
的
な
観
光
開
発
、
磨

き
上
げ
に
大
き
な
助
成
金
を
充
て
な
が
ら

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
取
っ
て
い
る
。　
　

特
に
近
々
の
情
報
で
は
地
方
へ
の
送

客
に
注
力
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
一
九
年
度
、
青
森
県
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

集
客
は
約
三
十
四
万
人
。
当
町
で
は
七
千
名

弱
だ
と
思
う
。大
鰐
に
は
豊
富
な
観
光
素
材
、

文
化
財
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
隣
自
治

体
か
ら
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
策
が
遅
れ
て
い
る

様
に
感
じ
る
が
、
今
後
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
集
客

に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
取
っ
て
い
く
の
か
、

Ｗ
ｉ
−Ｆ
ｉ
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
整
備
も
併

せ
て
伺
い
た
い
。

　
　
　

①
（
町
長
）

　
　
　

コ
ロ
ナ
前
で
は
あ
る
が
、
四
カ
国
語

版
の
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
製
作
、
町
内
の
看

板
整
備
を
実
施
し
た
。
四
年
間
で
支
援
し
た

取
り
組
み
の
う
ち
、
Ｗ
ｉ
−Ｆ
ｉ
整
備
は
一

件
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
整
備
は
五
件
、
施
設

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
多
言
語
化
は
二
件
と
な
っ

て
い
る
。
現
在
、
津
軽
圏
域
十
四
市
町
村
で

構
成
さ
れ
る
ク
ラ
ン
ピ
オ
ニ
ー
津
軽
と
連
携

し
、
外
国
人
観
光
客
向
け
の
仕
掛
け
づ
く
り

に
関
す
る
事
業
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
　
　

②
町
内
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
は
、
町

　
　
　

内
の
屋
内
運
動
施
設
不
足
に
よ
り
弘

前
市
や
五
所
川
原
市
の
施
設
を
利
用
し
指
導

者
、
生
徒
、
父
兄
に
大
き
な
負
担
が
か
か
っ

て
い
る
。
昨
年
ま
で
旧
大
鰐
第
二
小
学
校
が

利
用
で
き
た
が
、
施
設
の
器
具
に
落
下
の
危

険
が
あ
る
た
め
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

藤田 賀津彦 議員

問

答

問

問 答

広報おおわに ５月号
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町政ここが聞きたい　  議会だより 
る
が
、
修
繕
費
予
算
を
組
み
、
子
供
達
の
運

動
環
境
を
整
備
で
き
な
い
か
伺
い
た
い
。

　
　
　

②
（
町
長
）　

　
　
　

町
内
の
屋
内
運
動
施
設
は
、
現
在
は

小
中
学
校
の
体
育
館
と
な
っ
て
い
る
。
旧
大

鰐
第
二
小
学
校
の
体
育
館
を
利
用
す
る
に
は

安
全
対
策
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
も
旧
大
鰐
第
二
小
学
校
の
利
用
方

法
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
用
途
に
応
じ
て
多
額
の
費
用
も
見
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
や
、
校
舎
・
体
育
館
が
一

体
と
な
っ
た
施
設
の
た
め
、
施
設
管
理
面
で

の
課
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
体
案
を
示
せ

て
い
な
い
。
体
育
施
設
と
し
て
の
利
用
も
含

め
、
安
全
・
安
心
を
第
一
と
し
て
活
用
し
た

い
思
い
は
あ
る
の
で
、
ク
リ
ア
す
べ
き
課
題

を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
、
早
め
に
方
針

を
お
示
し
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
。

　
　
　

③
昨
年
、
今
年
度
と
お
お
わ
に
冬
季

　
　
　

観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
ス
キ
ー

客
は
大
き
く
増
加
し
て
い
る
と
思
う
。
宿
泊

施
設
、
入
浴
施
設
、
町
内
飲
食
店
や
商
店
の

活
性
化
に
繋
が
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る

が
、
来
年
度
は
ど
う
す
る
の
か
伺
い
た
い
。

　
　
　

③
町
長

　
　
　

本
事
業
の
本
来
の
目
的
は
、
コ
ロ
ナ

の
影
響
に
よ
り
落
ち
込
ん
だ
町
内
の
観
光
需

要
の
早
期
回
復
と
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図

る
こ
と
で
あ
り
、
ス
キ
ー
人
気
が
低
迷
す
る

中
、
町
内
の
地
域
経
済
活
性
化
に
一
定
の
効

果
を
示
し
、
あ
る
程
度
目
的
が
達
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
い
る
。
五
年
度
は
町
内
宿
泊
施

設
に
宿
泊
さ
れ
た
方
へ
の
リ
フ
ト
一
日
券
の

配
布
、
鰐
ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
で
リ
フ
ト
券
を
提
示
さ

れ
た
方
へ
の
入
浴
料
割
引
の
み
を
行
う
予

定
。
コ
ロ
ナ
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
来
年
度

の
交
付
が
見
込
め
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
か

ら
、「
ワ
ン
コ
イ
ン
デ
ー
」
に
つ
い
て
は
実

施
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
今
後
も
国
・
県
な
ど

の
補
助
金
の
動
向
を
注
視
し
て
い
く
。

①
学
校
給
食
で
の
食
育
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

②
六
次
産
業
に
つ
い
て

　
　
　

①
地
産
地
消
の
大
鰐
ブ
ラ
ン
ド
を
、

　
　
　

学
校
給
食
で
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て

推
進
し
て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

　
　

　
　
　

①
（
教
育
長
）

　
　
　

本
町
の
生
産
者
か
ら
の
特
産
品
と
し

て
、
大
鰐
温
泉
も
や
し
、
り
ん
ご
、
き
ゅ
う

り
、
し
い
た
け
、
み
そ
、
米
等
を
食
材
と
し

て
使
用
し
て
い
る
。
大
鰐
温
泉
も
や
し
は
月

三
～
四
回
、
も
や
し
炒
め
や
、
み
そ
・
醤
油

ラ
ー
メ
ン
で
提
供
し
て
お
り
、
子
供
た
ち
に

は
好
評
と
聞
い
て
い
る
。
年
二
回
実
施
し
て

い
る
豪
華
給
食
デ
ー
で
は
、
大
鰐
産
の
シ
ャ

モ
ロ
ッ
ク
を
使
用
し
た
、
カ
レ
ー
や
大
鰐
温

泉
も
や
し
入
り
せ
ん
べ
い
汁
を
提
供
し
て
お

り
、
大
鰐
産
品
や
県
産
品
に
つ
い
て
は
、「
給

食
だ
よ
り
」
や
「
給
食
時
の
校
内
放
送
」
な

ど
で
子
供
た
ち
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
　
　

②
六
次
産
業
に
つ
い
て
次
の
点
を
伺

　
　
　

う
。

（
一
）「
第
六
次
大
鰐
町
振
興
計
画
」
に

よ
る
と
、
六
次
産
業
化
な
ど
生
産
加
工
品
導

入
の
検
討
支
援
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ

う
な
取
り
組
み
を
目
指
し
て
い
る
の
か
伺
い

た
い
。

（
二
）
産
学
官
の
取
り
組
み
、
産
学
官
連

携
の
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
、
町
の
お
考
え

を
伺
い
た
い
。

　
　
　
②
（
町
長
）　

　
　
　
（
一
）
国
で
は
「
六
次
産
業
化
」
を

「
農
山
魚
村
発
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
へ
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
し
て
お
り
、
町
で
は
国
の
補
助
事

業
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
「
山
村
活
性
化
対
策
事

業
」
の
採
択
を
視
野
に
準
備
を
進
め
て
い
る

段
階
。
予
想
さ
れ
る
事
業
は
、
協
議
会
の
再

始
動
、
新
規
商
品
の
開
発
、
開
発
・
改
良
商

品
の
販
路
拡
大
と
し
て
お
り
、
精
通
す
る
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
を
交
え
な
が
ら
、
生
産
・
加

工
・
販
売
に
つ
い
て
総
合
的
か
つ
一
体
的
な

推
進
を
図
り
、「
新
た
な
所
得
の
確
保
」「
農

産
物
等
の
フ
ー
ド
ロ
ス
」「
雇
用
の
創
出
と

地
域
活
性
化
」「
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
」

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
産
学
官
に
お
け
る
新
事
業
の
取
り

組
み
と
し
て
「
炭
素
耕
作
に
よ
る
炭
素
循
環

型
社
会
の
実
現
」
を
目
標
に
、
産
学
官
共
創

シ
ス
テ
ム
、
具
体
的
に
は
持
続
的
な
バ
イ
オ

マ
ス
材
料
耕
作
シ
ス
テ
ム
を
連
携
し
て
推
進

す
る
に
あ
た
り
、
昨
年
九
月
、
町
と
国
立
大

学
法
人
弘
前
大
学
と
で
協
定
書
を
締
結
し
て

い
る
。

①
財
産
区
の
法
令
違
反
に
つ
い
て

②
「
地
方
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
」「
公

問

答

答

問

答問

山谷 博子 議員

答
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職
選
挙
法
第
一
○
三
条
第
二
項
」
の
法
令
違

反
に
つ
い
て

③
昨
年
の
町
議
会
議
員
選
挙
に
つ
い
て

④
教
育
行
政
に
つ
い
て

　
　
　

①
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
財
産

　
　
　

区
の
法
人
格
は
「
特
別
地
方
公
共
団

体
」
と
さ
れ
、
こ
れ
に
例
外
は
な
い
。
そ
し

て
当
該
財
産
区
を
統
轄
す
る
管
理
者
は
こ
れ

も
法
令
で
定
め
て
お
り
、
地
方
自
治
法
の
市

町
村
長
が
財
産
区
の
管
理
者
と
し
て
「
財
産

区
を
代
表
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
財
産
区

は
地
方
自
治
体
首
長
の
指
揮
管
理
の
下
に
置

か
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
法
令
で
規
定
さ
れ
て

い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
財
産
区
は
独
自

に
執
行
機
関
を
有
す
る
こ
と
が
法
令
で
禁
じ

ら
れ
て
い
る
。
財
産
区
に
お
い
て
は
監
査
員

で
あ
る
と
か
、
会
計
係
や
事
務
員
な
ど
を
選

任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
、
さ
ら
に

顧
問
と
称
す
る
法
定
代
理
人
、
つ
ま
り
弁
護

士
も
法
令
に
よ
り
選
任
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
財
産
区
に
は
固
有
の
執
行
機
関
は
存
在

し
な
い
。
従
っ
て
財
産
区
の
財
産
の
賃
貸
契

約
を
含
め
た
管
理
処
分
を
行
う
権
限
は
青
森

県
知
事
の
承
認
を
得
た
市
町
村
長
に
あ
り
、

財
産
区
を
代
表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

も
し
仮
に
財
産
区
が
被
告
と
し
て
民
事
を
提

起
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
原
告
と
し
て
訴
訟

行
為
を
遂
行
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
管
理

者
で
あ
る
市
町
村
長
で
あ
り
、
訴
訟
代
理
人

を
委
任
す
る
権
限
は
市
町
村
長
で
あ
り
、「
財

産
区
の
法
律
上
の
制
約
」
そ
し
て
宿
川
原
財

産
区
と
大
鰐
町
の
関
わ
り
と
い
う
私
の
指
摘

に
つ
い
て
、こ
れ
に
間
違
い
な
い
の
か
否
か
、

伺
い
た
い
。

　

ま
た
、
関
係
書
類
の
提
出
を
命
じ
る
職
務

権
限
は
行
政
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
手

に
し
た
行
政
が
調
査
の
過
程
で
刑
事
事
案
に

該
当
す
る
の
で
は
と
思
わ
れ
る
疑
念
が
生
じ

た
場
合
は
、
そ
の
時
点
で
行
政
は
手
を
引
き

以
後
の
調
査
は
司
法
の
手
に
委
ね
る
べ
き
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
町
長

の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
　
　

①
（
町
長
）　

　
　
　

宿
川
原
地
区
の
財
産
区
内
に
お
い

て
、
財
産
区
議
員
の
選
任
や
監
査
委
員
の
委

嘱
、
顧
問
と
の
契
約
な
ど
が
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
全
く
承
知
し
て
い
な
い
。

　
　
　

②
地
方
議
員
の
兼
職
を
禁
じ
た
法
律

　
　
　
「
地
方
自
治
法
第
九
十
二
条
第
二
項
」

に
は
次
の
よ
う
な
定
め
が
あ
り
、
普
通
地
方

公
共
団
体
の
議
員
は
、
地
方
公
共
団
体
の
議

員
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
、
特

別
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
財
産
区
の
議
員
を

兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
、
特
別
地

方
公
共
団
体
で
あ
る
財
産
区
の
議
員
も
こ
れ

に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
こ
の
法
令
の
解
釈
に
つ
い
て
逐
条
地
方
自

治
法
で
次
の
よ
う
に
解
説
し
、
司
法
も
こ
れ

と
同
じ
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

こ
の
法
律
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
兼
ね
る
こ
と

が
で
き
な
い
」
と
は
、
同
時
に
両
方
の
身
分

を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
既
に
公
共
団
体
の
議
員
の
職
に
就
い
て

い
る
も
の
は
、
そ
の
職
を
辞
し
な
い
限
り
、

新
た
に
他
の
公
共
団
体
の
議
員
の
職
に
就
任

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
の

法
律
の
主
旨
で
あ
る
。

　

公
職
選
挙
法
第
百
三
条
第
二
項
に
よ
る

と
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
選
挙
に
お

い
て
、
当
選
の
告
知
を
受
け
た
者
は
、
そ
の

告
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
、

五
日
以
内
に
選
挙
管
理
委
員
会
に
そ
の
職
を

辞
し
た
旨
の
届
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
、
こ
の
届
を
し
な
い
時
は
当
選
を
失
う
と

定
め
て
い
る
。
蔵
館
財
産
区
、
そ
し
て
大
鰐

財
産
区
は
、
宿
川
原
財
産
区
と
全
く
違
う
財

産
区
管
理
会
で
あ
り
、
こ
れ
に
所
属
す
る

方
々
は
兼
職
に
当
た
ら
な
い
財
産
区
管
理
委

員
で
あ
り
、
宿
川
原
財
産
区
の
議
会
議
員
と

は
お
か
れ
て
い
る
立
場
に
は
大
き
な
違
い
が

あ
り
、
こ
の
点
が
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ

る
。

　

大
鰐
町
選
挙
管
理
委
員
長
に
お
聞
き
す
る

が
、
昨
年
行
わ
れ
た
大
鰐
町
議
会
選
挙
の
当

選
告
知
日
は
十
二
月
四
日
の
翌
日
の
同
月
五

日
を
期
日
と
し
て
、
兼
職
に
あ
た
る
者
が
退

職
届
を
提
出
す
る
期
限
は
十
二
月
十
日
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
何
人
か
ら
も
当
選
の
無
効

の
異
議
申
し
立
て
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、

事
実
を
知
っ
た
大
鰐
町
選
挙
管
理
委
員
会

は
、
改
め
て
当
選
無
効
の
通
達
は
法
律
上
で

き
う
る
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
の
指
摘
に
対

し
て
差
し
障
り
の
な
い
範
囲
で
お
答
え
を
伺

い
た
い
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
本
人
が
自
ら
の
意
志
で

自
発
的
に
町
議
員
職
を
辞
す
の
が
、
今
後
の

法
手
続
き
に
よ
ら
ず
、
選
管
や
町
行
政
、
そ

し
て
町
議
会
あ
る
い
は
ま
た
裁
判
所
な
ど
の

混
乱
を
避
け
る
為
は
も
と
よ
り
、
何
よ
り

も
本
人
に
と
っ
て
も
大
事
な
こ
と
と
考
え

問

問

答

内海 繁勝 議員

広報おおわに ５月号
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町政ここが聞きたい　  議会だより 
る
。
し
か
し
本
人
が
頑
な
に
辞
職
を
拒
否
し

た
場
合
、
そ
の
一
貫
と
し
て
、
地
方
自
治
法

第
百
二
十
七
条
に
基
づ
き
町
議
会
が
行
え
得

る
法
手
続
き
に
「
議
員
資
格
調
査
特
別
委
員

会
」
が
あ
り
、
こ
の
場
で
兼
職
議
員
に
対
し

て
、
そ
の
職
を
失
わ
せ
し
め
る
決
定
を
下
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
決
定
さ
れ
た
そ

の
日
を
以
っ
て
直
ち
に
そ
の
職
を
失
う
こ
と

が
前
記
の
法
律
第
百
二
十
七
条
で
示
し
て
い

る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
選
挙
管

理
委
員
長
か
ら
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
　
　

②
（
選
挙
管
理
委
員
長
）　

　
　
　

先
般
の
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お

い
て
、
当
選
後
五
日
以
内
に
議
員
と
兼
ね
る

こ
と
の
で
き
な
い
職
を
辞
し
た
旨
の
届
出
を

し
た
者
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
件
を
対

象
と
し
た
異
議
の
申
出
も
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、「
当
選
人
」
か
ら
「
議
員
」
と
し
て
の

身
分
に
な
っ
て
お
り
、
以
後
は
議
員
資
格
の

問
題
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
よ
っ
て
、
す
で

に
選
挙
管
理
委
員
会
の
所
管
で
は
な
い
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

　
　
　

③
昨
年
行
わ
れ
た
町
議
会
選
挙
の
開

　
　
　

票
結
果
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

ご
自
身
で
体
験
さ
れ
た
町
長
選
挙
の
結
末

が
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
町
議
会
選
挙
に
対

し
て
尾
を
引
き
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

町
長
の
思
い
を
伺
い
た
い
。

　

野
党
議
員
が
選
挙
で
大
き
く
票
を
減
ら

し
、評
価
を
下
げ
た
の
は
正
に
自
明
で
あ
り
、

当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
の
述
べ
た
考
え

や
厳
し
い
指
摘
に
対
し
て
、
町
長
の
思
い
を

伺
い
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
議
員
ら
が
今
以
上
に
練
度
を
上

げ
、
研
鑽
を
積
み
重
ね
、
議
員
と
し
て
の
見

識
を
高
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
怠
る
よ

う
で
は
ま
っ
た
く
話
に
な
ら
な
い
。
何
よ
り

も
規
範
に
反
し
、
法
条
規
令
を
守
ら
ず
、
そ

の
反
抗
的
な
態
度
を
変
え
な
い
限
り
、
こ
の

町
の
発
展
に
は
た
だ
邪
魔
な
だ
け
で
、
障
害

に
な
る
存
在
で
し
か
な
い
と
考
え
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
町
長
の
お
考
え
を
お
伺
い
し
た

い
。

　
　
　

③
（
町
長
）　

　
　
　

議
員
に
関
し
て
の
御
指
摘
に
つ
き
ま

し
て
は
、
私
の
意
見
は
差
し
控
え
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
議
会
の
御
理
解
と
御
協
力
な
く

し
て
、
地
域
の
課
題
解
決
と
発
展
は
成
し
得

な
い
も
の
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
後
も
お
力

添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

る
。

 　
　
　

④
前
教
育
長
の
再
任
案
を
提
出
す
る

　
　
　

の
で
あ
れ
ば
否
決
す
る
か
ら
取
り
下

げ
ろ
と
野
党
議
員
が
町
長
に
申
入
れ
し
た
と

聞
い
て
い
る
が
こ
れ
は
事
実
な
の
か
伺
い
た

い
。

　

私
自
身
議
員
と
し
て
の
在
任
中
、
公
式
の

場
で
は
あ
る
が
前
教
育
長
に
は
接
し
て
話
も

伺
い
、
ま
た
学
校
関
係
者
や
父
兄
の
方
々
、

そ
し
て
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
聞
く
限
り
、
前

教
育
長
に
対
す
る
評
価
は
と
て
も
高
く
、
再

任
を
妨
げ
る
よ
う
な
事
情
は
全
く
な
い
と
考

え
て
い
る
。

　

さ
し
た
る
理
由
も
示
さ
ず
教
育
長
の
再
任

を
拒
絶
し
た
野
党
議
員
の
非
常
識
な
行
動
を

端
か
ら
見
る
限
り
、
議
員
と
し
て
本
来
あ
る

べ
き
姿
、
求
め
ら
れ
て
い
る
職
責
職
務
か
ら

完
全
に
逸
脱
し
て
お
り
、
こ
れ
を
根
底
か
ら

無
視
、
野
党
議
員
に
よ
る
政
争
と
も
い
う
べ

き
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
鰐
行
政
は
も
と
よ

り
、
何
よ
り
も
大
多
数
の
大
鰐
町
民
や
教
育

関
係
者
を
敵
に
回
し
た
あ
か
ら
さ
ま
な
挑
戦

で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
野
党
議
員

に
よ
る
教
育
長
の
再
任
否
決
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
に
対
し
て
、
町
長
そ
し
て

教
育
長
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

　
　
　
④
（
町
長
）　

　
　
　

前
教
育
長
の
任
期
満
了
に
伴
う
人
事

案
に
つ
い
て
議
会
の
理
解
が
得
ら
れ
ず
、
結

果
、
教
育
委
員
会
の
責
任
者
の
不
在
期
間
を

作
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、

大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。
前
田
教
育

長
に
は
、
本
町
の
教
育
行
政
の
発
展
と
、
子

供
た
ち
の
未
来
を
形
成
す
る
た
め
、
熱
意
と

使
命
感
を
も
っ
て
積
極
的
に
活
動
さ
れ
る
こ

と
を
大
い
に
期
待
す
る
。

　
　
　

④
（
教
育
長
）　

　
　
　

御
指
摘
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私

か
ら
お
話
し
で
き
る
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

が
、
昨
年
の
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
教
育
長

を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
町
教
育
行
政

の
発
展
に
貢
献
で
き
る
よ
う
、
教
育
長
の
職

を
全
う
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

答問

答

問

答答
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

広報おおわに ５月号

認 知 症 に な っ て も 安 心 し て

暮らせる地域を目指して

認知症の患者数は高齢化の進行とともに増え続けており、2025年には国内で700万人にのぼると推計されて

います。これは65歳以上の高齢者の５人に１人が認知症になるということです。国の統計によると、介護が必

要になった主な原因で最も多いのが、認知症です。認知症は当町の介護予防を考える上でも重要課題の一つとなっ

ており、決して他人事ではありません。

町では認知症になっても住み慣れた地域でその人らしく暮らせるよう、下記の事業を実施します。

おれんじカフェ・認知症介護家族の集いには認知症地域支援推進員が参加しています

認知症に関する事業や地域のなかで認知症について気になることがありましたら、大鰐町地域包括支援セン

ター（保健福祉課地域包括支援係）までご相談ください。

■お問合せ 　 

　保健福祉課地域包括支援係　☎55・6569（直通）

《認知症介護家族の集い》

令和５年５月 15 日（月）、    ７月  ３日（月）
               ９月 11 日（月）、11 月 13 日（月）
令和６年１月 15 日（月）、　３月 11 日（月）

開催日

大鰐町総合福祉センター　１階ロビー

9 時 30 分から 11 時 30 分まで時　間

場　所

認知症について知る、相談することができる場と

して実施しています。認知症の方やそのご家族だけ

ではなく、認知症に関心のある方はどなたでも参加

できます。

《おれんじカフェ》

●令和５年度の開催予定

年６回

認知症の方を介護されているご家族の交流を目的

として開催しています。
※参加される場合は事前申し込みが必要です。
●令和５年度の開催予定

認知症地域支援推進員とは
認知症の人やそのご家族が安心して暮らせるよう、認知症に関する事業の企画運営や医療・介護・地域

を結びつけるなどの地域づくりに取り組んでおり、大鰐町では地域包括支援センターに配置されています。

開催日

（６月・10 月）
大鰐町中央公民館　３階研修室
（12 月・２月）
大鰐町総合福祉センター　２階視聴覚室

年４回

場　所

時　間 13 時 30 分から 15 時まで

令和５年  ６月２日（金）、 10 月６日（金）
　　　　12 月１日（金）
令和６年  ２月２日  （金）
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

●児童扶養手当
１．制度の概要

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしてい
ない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）の生活
の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を
図ることを目的としています。
２．支給対象

次のいずれかに該当する子どもの父又は母が当該子
どもを監護する場合等に手当が支給されます。
①父母が婚姻を解消した子ども
②父又は母が死亡した子ども
③父又は母が政令で定める障がいの状態である子ども
④父又は母が裁判所からの DV 保護命令を受けた子ども
　など
※子どもが児童福祉施設に入所したときや、子どもが
父又は母の配偶者（内縁関係を含む）に養育されてい
るとき等は対象になりません。
※所得制限があります。
３．手当額

支給額（月額）

第１子
全部支給 44,140円

一部支給 44,130円～10,410円

第２子加算額
全部支給 10,420円

一部支給 10,410円～5,210円

第３子以降加算額
全部支給 6,250円

一部支給 6,240円～3,130円

※所得に応じて支給額が異なります。
４．手当の支給について

１、３、５、７、９、11月の年６回、それぞれ支
払月の前月分までの２か月分の手当が支払われます。

●ひとり親家庭等医療費助成事業
１．制度の概要

母子家庭、父子家庭等の健康の保持と福祉の増進を
図るため、県の助成を受けて市町村が医療費（入院時
食事療養費は除く。）の助成をする制度です。
２．支給対象
①母子家庭、父子家庭の児童及び父母のない児童（18歳

に達した年度末まで）
②母及び父（ただし、自己負担金は一医療機関ごと月

1,000円、薬局については自己負担はなし）
※所得制限があります。
●特別児童扶養手当
１．制度の概要

精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童の
福祉の増進を図ることを目的としています。
２．支給対象

政令で定める程度の障がいの状態にある子どもを監
護する場合等に手当が支給されます。

ただし、子どもが児童福祉施設などに入所している
ときや、子どもが障がいを支給事由とする公的年金を
受けることができるときは、手当は支給されません。
※所得制限があります。
３．手当額

支給額（月額）

１級 53,700円

２級 35,760円

４．手当の支給について
４、８、11月の年３回で、それぞれ支払月の前月

分までの４か月分の手当が支払われます。

●障害児福祉手当
１．制度の概要

重度障がい児に対して、その障がいのため必要とな
る精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手
当を支給することにより、福祉の向上を図ることを目
的としています。
２．支給対象

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生
活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の
20歳未満の方に支給されます。
３．手当額
　月額　15,220円
４．手当の支給について

２、５、８、11月の年４回で、それぞれ支払月の
前月分までの３か月分の手当が支払われます。

■お問合せ
　保健福祉課福祉係　☎55・6568（直通）

特別な支援を要する家庭の自立支援のために
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日程 競技名等 会場

令和5年  8月27日（日） 開会式・陸上
フライングディスク

新青森県総合運動公園　陸上競技場
同　補助陸上競技場

令和5年  9月  2日 ( 土 ) アーチェリー 新青森県総合運動公園　
投てき・アーチェリー場

令和5年  9月  3日（日） ソフトボール 青森市屋内グラウンド
（盛運輸サンドーム）

令和5年  9月10日（日） ボッチャ 青森県身体障害者福祉センター
ねむのき会館　体育館

令和5年  9月17日（日） ボウリング アオモリボウル

令和5年10月  8日（日）
水泳
卓球

バレーボール

新青森県総合運動公園　室内プール
同　サブアリーナ

　同　メインアリーナ

●日程・会場

※卓球競技のみ日程・会場変更の可能性あり。最終決定時期は4月下旬。
●参加資格　令和５年４月１日現在12歳以上で、
　　　　　　①身体障害者手帳を所持する者
　　　　　　②原則として愛護手帳を所持する知的障害者
　　　　　　③原則として精神障害者保健福祉手帳を所持する者
●参加費　無料（ボウリング競技のみゲーム代・貸しシューズ代が必要です）
●申込期間　令和５年５月８日（月）～６月16日（金）
●申込先　保健福祉課福祉係　☎55・6568（直通）

■お問合せ　
　青森県障害者スポーツ大会実行委員会事務局（ねむのき会館内）
　☎017・738・5033　 F 017・738・0745　 E kenspo@nemunoki.jp

広報おおわに ５月号

新生児の聴覚検査費用を助成します

●対象者　次のどちらにも当てはまる保護者の方
①令和５年４月１日以降に生まれた赤ちゃんがいる
②検査日に大鰐町に住民票がある（保護者、お子さま
　ともに）
●対象検査　
　助成対象の検査は、次のいずれかの方法による初回
検査および確認検査。ただし、生後６か月までに受け
た検査。
・ＡＢＲまたはＡＡＢＲ（聴性脳幹反応検査）
・ＯＡＥ（耳音響放射検査）
●助成金額
　初回検査及び確認検査に要した費用の全額

●申請方法
　医療機関で検査を受け、費用を支払った後、保健福
祉課健康推進係窓口にて申請してください。
申請に必要なもの　
①大鰐町新生児聴覚検査費助成交付申請書
②検査の領収書や診療明細書の写し
③母子健康手帳の写し
④通帳またはキャッシュカードの写し

■お問合せ
保健福祉課健康推進係　☎55・7149（直通）

新生児聴覚検査を受けましょう
生まれつき、耳の聞こえにくさがある赤ちゃんは、日本では１年間に約1,000人に１～２人と言われています。

聞こえにくさがないか早期に発見し、適切な療育を受けることで赤ちゃんのことばやコミュニケーションの発達

を促すことができます。

町では、赤ちゃんの聴覚検査費用を助成していますので、ぜひ検査を受けましょう。

第31回青森県障害者スポーツ大会
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

令和５年度婦人科検診・複合検診の申し込みはお済みですか
町では令和５年度婦人科検診・複合検診の申し込み

を受け付けています。
令和５年３月号広報で検（健）診のお知らせをして

おりましたが、まだ申し込みをされていない方は下記
の方法で希望日の１週間前までに申し込みください。
＜申し込み方法＞　　
①保健福祉課８番窓口
②電話
③インターネット（24時間受付中）
　右記二次元バーコードから申し込みください。

婦人科検診と６月・７月の複合検診を申し込まれた
方には問診票等をお送りしていますが、まだ問診票等
が届いていない方や、問診票が届いた方で日時の変更
を希望される方はご連絡ください。

なお、11月の検診を申し込んだ方へは、11月上旬
に問診票をお送りいたします。

■お問合せ
保健福祉課健康推進係　
☎55・7149（直通） 二次元バーコード

胃がんリスク検診（ピロリ菌等検査）を実施します
町では、胃がんの早期発見、早期治療のため、便検

査で胃がんになる危険度がわかる「胃がんリスク検
診」を実施しています。受診の結果、要精密検査と判
定された方は、自己負担（保険診療）で胃内視鏡検査
を受ける必要があります。

この検診は、胃がんそのものを発見するための検診
ではありませんが、胃の状態を把握してご自身の健康
にお役立てください。
●対象
　町内に住所を有する、20歳から74歳までの方
　ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりま
せん。
　・既に胃がんリスク検診（ピロリ菌検査）を受診し
　　たことのある方
　・胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療を受けていて除菌予
　　定の方
　・既にピロリ菌除菌治療をした方
　・胃の手術をしたことのある方
●実施期間

令和５年４月１日～令和６年３月30日
●受診方法
　町内４か所の医療機関に事前にお申込みください。

●検査内容　問診
　便検査 (便中ヘリコバクター・ピロリ抗原検査）
　　便の中にピロリ菌が存在しているかどうかを調べ
　る検査です。ピロリ菌は人間の胃の粘膜に好んです
　みつき、胃潰瘍、十二指腸潰瘍や慢性萎縮性胃炎さ
　らに胃がんを発症させる菌と考えられています。
●検査費　無料　
※検査費用3,590円を全額町が負担しています。
●実施医療機関

医療機関名 連絡先

町立大鰐病院 ☎48・2211

おおわに内科クリニック ☎47・7111

小山内医院 ☎48・2415

ゆのかわら医院 ☎47・6611

　

■お問合せ
保健福祉課健康推進係　☎55・7149（直通）

「
こ
こ
ろ
の
相
談
会
」
を

開
設
し
て
い
ま
す

　

大
鰐
町
で
は
、
財
産
・
金
銭
・
相
続
・
親
子

関
係
・
食
欲
が
な
い
・
眠
れ
な
い
な
ど
気
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
司
法
書
士
・
精

神
保
健
福
祉
士
・
保
健
師
に
よ
る
総
合
相
談
を

年
３
回
開
設
し
て
い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
い
た

し
ま
す
の
で
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。な
お
、

相
談
に
関
し
て
は
無
料
で
す
が
予
約
制
と
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
各
月
の
相
談
会
開
催
日
の

１
週
間
前
ま
で
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
会
場
・
日
程　

大
鰐
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

令
和
５
年
６
月
16
日
（
金
）、10
月
13
日
（
金
）、

令
和
６
年
１
月
26
日
（
金
）

●
時
間　
９
時
30
分
～
12
時

※
相
談
時
間
は
１
人
40
分
程
度
、
定
員
は
相
談

会
１
回
に
つ
き
３
名
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

●
申
込
み

　

令
和
５
年
６
月
16
日
（
金
）
開
催
の
相
談
会

の
申
し
込
み
は
、６
月
８
日
（
木
）
締
切
で
す
。

※
申
し
込
み
は
先
着
順
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。定
員
に
達
し
次
第
受
付
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

■
お
問
合
せ　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

☎
55
・
６
５
６
８
（
直
通
）
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風しん抗体検査とワクチン接種の費用助成のお知らせ
大鰐町では、妊婦等に対する風しんの感染予防を図

り、先天性風しん症候群の発生を未然に防ぐことを目
的に、風しん抗体検査を必須要件としワクチン接種費
用の助成を行います。
●対象

大鰐町に住所がある方で、次のいずれかに該当する
方が対象です。

ただし、妊娠中の方、昭和37年４月２日から昭和
54年４月１日までの間に生まれた男性、過去に風し
ん抗体検査を受けたことがある方、風しんに罹ったこ
とがある方を除きます。
①妊娠を希望する49歳以下の女性及びその夫
②妊婦の夫
●費用　風しん抗体検査、ワクチン接種ともに無料
●手順　
①保健福祉課へ事前に申請してください。対象者証明
　書を発行します。　　
②希望する医療機関に予約し、対象者証明書を持参し
　て抗体検査を受けます。
③検査の結果、抗体価が低い方はワクチン接種（麻し
　ん風しん混合ワクチン）を受けます。抗体価が高い
　方は接種不要です。
●実施期間

令和５年４月１日～令和６年３月30日

●接種医療機関
医療機関名 連絡先

町立大鰐病院 ☎48・2211

おおわに内科クリニック ☎47・7111

小山内医院 ☎48・2415

ゆのかわら医院 ☎47・6611

●その他
①申請時には、健康保険証や免許証等本人確認できる
　物をご持参ください。また、妊婦の夫の申請には、
　母子健康手帳もご持参ください。
②妊婦健診時に風しん抗体価検査が低かった方は、ワ
　クチン接種の対象になりますので、お問い合わせく
　ださい。
③妊婦及び妊娠している可能性のある女性は、この予
　防接種を受けることができません。
④抗体価が低くワクチン接種した方は、２か月は妊娠
　を避ける必要があります。

■お問合せ
保健福祉課健康推進係　☎55・7149（直通）

高齢者の肺炎球菌予防接種を受けましょう
定期予防接種である高齢者の肺炎球菌予防接種は、

肺炎球菌に起因する感染症の80％を予防できると言
われています。対象となる方には、個別にお知らせし
ておりますので、かかりつけ医や接種医療機関の医師
に相談し、接種を受けましょう。
●対象
①令和５年度（令和５年４月１日から令和６年３月31日）

中に下記の年齢になる方
　65歳（昭和33年４月２日～昭和34年４月１日）
　70歳（昭和28年４月２日～昭和29年４月１日）　
　75歳（昭和23年４月２日～昭和24年４月１日）　
　80歳（昭和18年４月２日～昭和19年４月１日）　
　85歳（昭和13年４月２日～昭和14年４月１日）　
　90歳（昭和８年４月２日～昭和９年４月１日）　
　95歳（昭和３年４月２日～昭和４年４月１日）
　100歳（大正12年４月２日～大正13年４月１日）　
②接種日における年齢が満60歳以上65歳未満の方で
　心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全
　ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、身体障害
　者手帳１級に該当する方
●費用　町内医療機関は無料
　その他の指定医療機関は、助成金額7,332円を超え

る場合は自己負担となりますので、医療機関にお支払
いください。
●接種医療機関　
　町内医療機関、南黒医師会の医療機関、弘前市の一
部の医療機関
●実施期間　
　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
●その他　

すでに肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）の接
種を受けたことがある方は対象となりません。
※任意接種を受けられた方の把握ができないため、既
に接種を受けていても通知が届く場合もあります。予
めご了承ください。

■お問合せ
　保健福祉課健康推進係　☎55・7149（直通）

新型コロナウイルスワクチン予防接種とは、2週間
の間隔が必要です。
予約の際は、お気をつけください。
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住民生活課（年金）だより

４月１日から施行　大鰐町犯罪被害者等支援条例を制定しました

窓口／電話番号 受付時間
住民生活課　☎55・6563 平日の８時30分～17時

あおもり被害者支援センター　☎017・721・0783 平日の９時～17時

県警察本部　警察安全相談室　☎017・735・9110
24時間受付

黒石警察署　警察安全相談窓口　☎52・2311

　町では犯罪被害にあわれた方の安心な暮らしを支援し、町民が安心して暮らすことができる社会の実現のため
「大鰐町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
【相談や情報提供等の窓口】
　犯罪被害にあった人や、その家族・遺族の不安や疑問などについて、総合的に相談できる窓口を設置していま
す。相談内容に応じ、被害にあった人の負担を軽減できるよう、適切な関係機関につなげたり、町の既存の制度
を案内し、各種手続きに対応します。
【相談窓口】

【見舞金・助成金など】
名称／金額 内容など

遺族見舞金（30万円） 犯罪行為により亡くなった人の遺族を支援

重傷病見舞金（10万円） 犯罪行為により重傷病（療養が１ヶ月以上）を負った
人を支援

心理相談料の助成（上限１万円／２回まで） 犯罪行為に起因して心理相談（カウンセリング）を受
ける場合の費用を助成

　いずれも令和５年４月１日以降に発生した犯罪の被害者等が対象です。

■お問合せ　住民生活課戸籍住民係　☎55・6563（直通）

●学生納付特例申請のお手続きについて
学生納付特例制度により保険料納付を猶予されている方で、引き続き令和５年度も在学予定の方に、日本年金

機構からハガキ形式の「国民年金保険料学生納付特例申請書」（ターンアラウンド様式）を４月中に発送しまし
た。お手続きが必要な方は忘れずに申請を行ってください。

今年度に20歳になる方や昨年度から変更がある方、今年度入学された方や過年度の分の申請を初めてご提出
する方などは、通常の申請書に学生証のコピーまたは在学証明書等を添付して申請することになります。

令和２年２月から対象として申請が始まった、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う免除等の臨時特例手続
きが下記の表のとおり終了を迎えます。

免除等の種類 終了時期
全額免除、納付猶予、一部免除 令和５年６月まで（令和４年度申請分）

学生納付特例 令和５年３月まで（令和４年度申請分）

終了時期を過ぎても免除等の申請書は、最長２年１か月前にさかのぼり提出することができます。
申請書は、役場住民生活課の国保年金係窓口・年金事務所で配布しています。また日本年金機構のホームペー

ジにてダウンロードによる取得が可能です。またマイナンバーカードをお持ちの方で、電子利用者登録を行って
いる場合には各種年金のお手続きもできます。

■お問合せ
弘前年金事務所　　　　　　☎27・1339（弘前年金事務所）
ねんきん加入者ダイヤル　　☎0570・05・1165（ナビダイヤル）
役場住民生活課　　　　　　☎55・6563（直通）
日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp
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現行 改正後 差額

医療分

所得割 7.00％ 7.50％ 0.50％増
資産割 40.00％ 廃止
均等割 19,300円 20,000円 700円増
平等割 30,000円 25,000円 5,000円減

後期支援分

所得割 2.90％ 2.90％ 変更なし
資産割 5.00％ 廃止
均等割 9,800円 9,800円 変更なし
平等割 9,800円 9,800円 変更なし

介護分

所得割 1.40％ 2.80％ 1.40％増
資産割 5.00％ 廃止
均等割 9,800円 9,800円 変更なし
平等割 9,800円 9,800円 変更なし

●令和５年度の当初賦課より、以下のとおり税率等を変更します

●資産割を廃止する主な理由
・町では昨年度まで「４方式（「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の４つ）」を採用しておりましたが、県
内の統一的運営方針により「資産割」を除く「３方式」へ移行する必要があり、令和５年度課税分より「３方式」
とすることとなったため。
・後期高齢者医療制度など他の健康保険では資産に応じて課税する制度はなく、不均衡感があるため。
※この税率変更により、前年と所得が変わらない場合でも、保険税が増減する場合があります。

■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）

国民健康保険税の算定方式が変わります

令和５年度大鰐町「二十歳の集い（はたちのつどい）」について
大鰐町では満20歳になる年度において「二十歳の

集い」を開催し成人をお祝いします。
令和５年度（令和５年８月12日に開催予定）の対

象者は、平成15年４月２日から平成16年４月１日ま
でに生まれた方で、
①大鰐町在住　
②平成27年度大鰐小学校卒業生
③大鰐町出身者
に該当される方です。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■お問合せ　
　教育委員会学務生涯学習課（中央公民館内）　
　☎48・3201
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受取予約

申請予約

住民票 申請者、申請者と同じ世帯以外の方
※世帯分離をしているときは親子でも委任状が必要です。

戸籍謄抄本等 申請者、申請者の配偶者、申請者の直系親族（父母、祖父母、子、孫）以外の方

身分証明書 申請者以外の方

印鑑の登録 申請者以外の方
※印鑑証明書は、印鑑登録証（カード）を提示すれば代理人でも委任状不要。

※委任状の用紙は、窓口でお渡ししているほか、町ホームページにも掲載しております。

●マイナンバーカードを申請しませんか？
　マイナンバーカードの夜間窓口では、事前にご予約いただいた方のみ、顔写真の撮影から申請手続きまでを無

料で行います。

【来庁予約はこちらから】　　　スマートフォン：　　　　　　　電話：55・6563（平日８時30分～17時）

【必要書類】申請書と本人確認書類

　・申請書の再交付を行っておりますが、再交付には本人確認書類が必要です。

　・申請書があれば、スマートフォン・パソコンから申請ができます。詳しくはこちら

■お問合せ　住民生活課戸籍住民係　☎55・6563（直通）

住民生活課窓口へお越しの際は必ず本人確認書類をご持参ください
　「住民票」や「戸籍証明書」等を交付する際に、個人情報保護となりすましによる不正取得防止のため、窓口

にお越しの方の本人確認を行っております。

　本人確認書類がない場合は住民票等の交付をお断りしておりますので、窓口へお越しの際は必ず本人確認書類

をご持参くださるようお願いします。

特に印鑑証明書は、「印鑑登録証（カード）」がなければ交付ができませんのでご注意ください。
●本人確認書類の例（有効期限内のものに限る）

顔写真が付いているもの
※いずれか１つを持参

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書（平成24年４月１日
以降発行のもの）、旅券（パスポート）、障害者手帳

顔写真が付いていないもの
※いずれか２つを持参

健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、
医療費受給資格証、年金手帳、年金証書、学生証、生活保護受給者証

●委任状が必要な場合
　窓口に来る方が次に該当する場合、申請者（使う方）からの委任状が必要です。
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●令和５年度保険料の軽減措置について
保険料は、均等割額（被保険者全員が納める額）と所得割額（所得に応じて納める額）の合計です。次の方は

保険料が軽減されます。
（１） 所得が少ない方の軽減
　同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。その要件が次のとおり
変わりました。

（２）被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・均等割額が５割軽減されます。（資格取得後２年間）
　※世帯の所得が少ない方は、７割軽減が受けられます。
・所得割額の負担が免除されます。
　令和５年度保険料に関する通知書は、７月にお届けします。

●交通事故等にあったとき
　交通事故や暴力等、第三者 ( 自分以外の人 ) の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受けたとき
は、必ず住民生活課国保年金係へ届出してください。また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用されない場
合も届出が必要です。

■お問合せ
・住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通） 　　・青森県後期高齢者医療広域連合　☎017・721・3821

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ  ～75歳以上の方々にお知らせです～

令和４年度

世帯の所得額の合計 軽減割合

43万円＋10万円 ×（年金・給与
所得者等の数－１）以下 ７割

43万円＋（28.5万円 × 被保険
者の数）＋（10万円 × 年金・
給与所得者等の数－１）以下

５割

43万円＋（52万円 × 被保険者
の数）＋（10万円 × 年金・給
与所得者等の数－１）以下

２割

令和５年度

世帯の所得額の合計 軽減割合

43万円＋10万円 ×（年金・給与
所得者等の数－１）以下 ７割

43万円＋（29万円 × 被保険者
の数）＋（10万円 × 年金・給
与所得者等の数－１）以下

５割

43万円＋（53.5万円 × 被保険
者の数）＋（10万円 × 年金・
給与所得者等の数－１）以下

２割

国民健康保険被保険者のみなさまへ
●忘れずに所得の申告をしましょう！

国民健康保険税や医療機関に支払う自己負担割合、
高額療養費の自己負担限度額は、前年の所得をもとに
決められますので、必ず世帯全員が所得の申告を行っ
てください。

世帯の中に一人でも未申告者がいると、国民健康保
険税の税額や高額療養費の自己負担限度額等が正しく
計算されませんので、必ず申告をしてくださるようお
願いします。
※所得がない方もその旨を申告してください。
●医療費通知の発送について
　医療機関で受診した医療費の金額をお知らせするた

め、国民健康保険に加入されている世帯へ、「国保の
医療費のお知らせ」を偶数月に発送しております。
　医療費通知は、医療機関からの請求書（診療報酬明
細書）を元に作成されており、審査や点検に時間を要
します。また、医療機関からの請求が遅れている場合
は、医療費通知に記載されないことがあります。
　なお、医療費通知の再交付はしておりませんので、
大切に保管してくださるようお願いします。

■お問合せ
　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）

広報おおわに ５月号
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町では、少子化対策や活力あるまちづくりを推進す
るため、婚姻に伴う新生活に係る費用（住宅費、引越
し費用、リフォーム費）の支援をします。
●募集期間
　令和５年４月３日（月）～令和６年３月29日（金）
※予算が無くなり次第、終了となります。（先着順）
【受付時間８時15分～17時（土日祝日・年末年始

（12/29～1/3）を除く）】
●対象者
　令和５年３月１日以降に婚姻した夫婦で、年齢39
歳以下、世帯所得500万円未満の者
●対象費用
　令和５年４月１日から令和６年３月29日までの間
に支払った次の費用
・新居の購入費、新居の家賃、敷金、礼金、共益費、
仲介手数料
・新居への引越しに伴う引越業者や運送業者に支払っ
た引越費用
・結婚を機に新たに住宅をリフォームする際のリ
フォーム業者に支払った費用

※倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構に係る工
事費用及び洗濯機等の家電購入・設置に係る費用につ
いては対象外となります。
●補助（限度）額
・夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合、
１世帯あたり上限60万円
・その他の世帯の場合、１世帯あたり上限30万円　
※補助金は、千円未満切り捨てした額となります。
※補助対象に含まれないものがありますので、必ず事
前にご相談ください。

■お問合せ　
　企画観光課企画係　☎ 55・6561（直通）

さらに申請しやすくなりました！
お気軽にお問い合わせください！

災害情報を入手し、早めの準備、安全行動を！

【 防 災 行 政 無 線 】
災害発生が予想される場合や大規模火災情報は、屋外

スピーカーにより、避難情報などを一斉に放送します。

聞き取れないときは、窓を開けて聞くか、屋外に出

て聞き取る行動をしてください。

▽電話応答サービス

　放送内容が聞き取れなかったり、放送内容をもう

一度確認したい時は、24時間以内に放送した内容を、

次の電話番号で確認できます。

☎　48・3539

【 大 鰐 町 防 災 あ じ ゃ ら メ ー ル 】
大鰐町では、町民に対し、防災情報をはじめ、町の

イベントや農業等の様々な情報をメール配信していま

す。

次の登録用アドレスにアクセスし、空メールを送信す

ると、登録用のメールが返信されてきます。画面の指示

に従い必要事項を入力すると、登録することができます。

https://bosai.town.owani.lg.jp/
mailsend.php
【大鰐町防災あじゃらメール　https://bosai.town.

owani.lg.jp】

●町ホームページと他団体のホームページ
大鰐町防災あじゃらメールのほか、町ホームページにも避難情報等の内容をお知らせします。また、青森県や気

象庁等もインターネット上に様々な情報を発信しています。気象情報等を入手して事前準備等に活かしましょう。

■お問合せ　総務課消防防災係　電話48・2111（代）

▷大鰐町ホームページ　　http://www.town.owani.lg.jp

▷青森県防災ホームページ　　http://www.bousai.pref.aomori.jp

▷青森県河川砂防情報提供システム　　http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp

▷気象庁ホームページ　　http://www.jma.go.jp

結婚新生活支援事業補助金のご案内

大鰐町ゆるキャラ

もやっぴー
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空家に関する費用を補助します
町では空家を所有されている方に対し、「空家の利

活用」・「危険空家の解体」を目的とした各種補助事業
を実施します。
【空き家の家財道具処分費補助金及び空家の賃貸借に
必要なリフォーム費用補助金】
●補助対象建築物
・大鰐町に存在する建築物
・弘前圏域空き家・空き地バンクに２年以上登録でき
る建築物
・リフォームする場合は、改修を行い、貸し出す建築物
●補助額及び限度額
　補助内容により異なりますので役場建設課までお問
い合わせください。
※特定空家に判定された空家等の家財道具撤去補助・
リフォーム補助につきましては補助の対象外となりま
すのでご了承願います。

【特定空家除却費用補助金】
●補助対象建築物
・大鰐町に存在する個人が所有する建築物であること
・町から特定空家と判定された空家であること
●補助額及び限度額
　補助対象経費の50％以内とし、30万円を上限とします。

●申請受付期間
令和５年６月１日（木）～12月28日（木）
８時15分～17時

※先着順となります。
・補助は令和６年３月29日（金）までに完了するも
のが対象となります。

◎これらの補助を受けたい方
　まず役場建設課☎55・6594へご相談ください。詳
しい内容等をご説明します。
【よくあるご質問】
Ｑ１　これから空家になりますが補助は受けられます
か？
Ａ１　これから空家になる建築物も対象となります。
Ｑ２　弘前圏域空き家・空き地バンクとは何ですか？
Ａ２　弘前市を中心とした市町村で構成される空き
地・空き家を有効に利用するために情報を提供する制
度です。
Ｑ３　県外に住んでいますが大鰐町に空家をもってい
ます。補助は受けられますか？
Ａ３　受けることができます。ご連絡いただければご
説明の上、書類をお送りします。

■お問合せ・お申込み
　建設課　☎55・6594（直通）　

空き店舗等活用創業支援事業補助金のご案内
町では、空き店舗等の活用による創業の促進や商業

の振興、地域経済の活性化を図るため、空き店舗等に
おいて事業を開始する方に対して、「空き店舗等活用
創業支援事業補助金」を交付します。

（※空き店舗：１か月以上使用されていない空き店
舗、空き事務所または空き家など）
●募集期間
　令和５年５月８日（月）～令和５年12月28日（木）
※予算が無くなり次第、終了となります。（先着順）
　【受付時間：８時15分～17時（土日祝日を除く）】
●対象者要件
　下記要件等を満たす個人または法人
　　・事業に必要な資格や許認可等を取得する見込み
　　があること
　　・事業を開始しようとする空き店舗等において、
　　２年以上継続して営業する意思を有すること
　　・営業時間が通年及び週４日以上であり、かつ営
　　業時間が１日５時間以上であること
　　・空き店舗等の所有者と申請者との関係が同一世
　　帯または生計を一にする者若しくは２親等以内の
　　親族でないこと
　　・既に町内の店舗に出店している申請者が空き店
　　舗等に出店する場合、町内の当該店舗が空き店舗
　　とならないこと　等

●対象事業
　都市計画法に規定する市街化区域内において、空き
店舗等を借り上げて実施する小売業、飲食サービス業、
生活関連サービス業その他町長が認める事業。
●補助対象経費
①外装・内装工事費、設備（水道、電気、ガス、空調）
　工事費、付帯工事費及び設計費
②補助対象者が自ら店舗改修を行う場合の資材等の購
　入費
●補助率
　補助対象経費の２分の１（千円未満切り捨て）
●上限額
①令和４年10月１日以降に本町に転入した個人また
　は本町に本店を移転した法人・・上限100万円
②現在町外に住所を有している個人または本店を有して
　いる法人で、実績報告書の提出期限までに本町に転入
　または本店を移転する予定のもの・・上限100万円
③上記以外のもの・・上限50万円
   

■お問合せ　
　企画観光課観光商工係　☎ 55・6561（直通）

広報おおわに ５月号
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

町内企業の資金調達を応援します！
　町では、町内企業の事業継続・資金調達を支援するため、各種制度の融資を受ける際に支払う信用保証料の一
部を予算の範囲内で補助しています。
●大鰐町特別保証制度

小口資金

目的 事業資金の保証を行い、企業経
営の安定を図る

対象者
次の要件を満たす中小企業者
・町内に住所又は主な事業所を
有すること
・町税等の滞納がないこと

資金使途 運転・設備資金
貸付金額 １企業につき1,250万円以内

保証期間
（うち、据置期間）

７年以内
（運転資金：６か月以内／設備
資金：１年以内）

貸付利率 年1.9% 以内
信用保証料 保証料の50% を町が補給

＜一般的な事業資金を必要としている方＞ ＜一般的な事業資金を必要としている方＞

「選ばれる青森」への挑戦資金
目的 創業に必要な資金の融資を行う

対象者

次の要件を満たす中小企業者
・青森県「選ばれる青森」への
挑戦資金特別保証融資制度を利
用し、創業する事業に対し融資
を受けていること。
・町内に住所又は主な事業所を
有する（又は予定である）こと
等

資金使途 運転・設備資金
融資金額 １千万円以内
融資期間
（うち、据置期間）

運転資金10年以内（２年以内）
設備資金15年以内（３年以内）

融資利率 原則 年1.1%

信用保証料 県による保証料の30% 補給後の
保証料を町が全額補助

小口資金

目的 事業活動に必要な資金の融資を
行う

対象者

次の要件を満たす中小企業者
・青森県事業活動応援資金特別
保証融資制度を利用し、融資を
受けていること
・町内に住所又は主な事業所を
有すること等

資金使途 運転・設備資金
融資金額 １千万円以内
融資期間
（うち、据置期間）

運転資金10年以内（２年以内）
設備資金15年以内（３年以内）

融資利率
取扱金融機関所定利率から年
0.3% 引き下げた利率（上限 年
2.0%）

信用保証料 保証料の70% を町が補助

事業活性化資金

目的 経営の安定と事業の活性化を図
り、地元産業の振興に期する

対象者
次の要件を満たす中小企業者
・町内に住所又は主な事業所を
有すること
・町税等の滞納がないこと

資金使途 運転・設備資金
貸付金額 １企業につき２千万円以内

保証期間
（うち、据置期間）

10年以内
（運転資金：６か月以内／設備
資金：１年以内）

貸付利率 年1.9% 以内
信用保証料 保証料の50% を町が補給

●青森県・大鰐町連携融資制度
＜町内で創業する方＞

＜新型コロナウイルスの影響や災害等により
経営の安定に支障を生じている方＞

経営安定化サポート資金（災害枠）

目的
売上の減少等により資金繰りが
悪化している中小企業者の経営
安定を図る

対象者

次の要件を満たす中小企業者
・青森県経営安定化サポート資
金特別保証融資制度を利用し、
融資を受けていること
・町内に住所又は主な事業所を
有すること等

資金使途 運転・設備資金
融資金額 ３千万円以内
融資期間
（うち、据置期間）10年以内（２年以内）

融資利率 原則 年0.9% ～1.1%

信用保証料 県による保証料の30% 補給後の
保証料を町が全額補助

＜一般的な事業資金を必要としている方＞

■お問合せ
・大鰐町特別保証制度に関すること

　企画観光課観光商工係　☎55・6561（直通）

・青森県・大鰐町連携融資制度に関すること

　青森県商工政策課　☎017・734・9368（直通）

大鰐町ゆるキャラ

もやっぴー
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【令和５年度　住民参加型まちづくり事業　２次募集】

住民団体が主体的に取り組むまちづくり活動を支援します！
　住民団体が主体的に取り組む新たなまちづくり・地

域づくり活動に対し、予算の範囲内において資金助成

等によって支援します。

令和５年度は、これまでの「一般部門」に加え、「ス

タート部門」を新設します。「まちづくり活動を始め

てみたいけど、人前でプレゼンテーションするのは

ちょっと・・・」という方は、ぜひ「スタート部門」

から始めてみてはいかがでしょうか。

●対象事業
　地域の課題解決や活性化を目的に実施する公益性の

ある事業など。

●対象となる経費
　対象事業を実施するために直接必要な経費で、次に

定める項目とします。
項　目 対象となる経費

講師等謝礼 外部講師や専門的技術を有する協力
者への謝礼等

交通費 講師等への交通費、宿泊費

消耗品費及び
原材料費

補助事業の実施に直接必要な消耗品
費・原材料費

燃料費 作業等に必要な機材・車両等の燃料費

印刷製本費 ポスター・チラシ、資料等の印刷代・
コピー代など

通信運搬費 周知・連絡等に要する郵便料等

保険料 参加者等に係る保険料

使用料及び
賃借料 会場使用料、車両・機械等の借上料

項　目 対象となる経費

備品購入費

補助事業の実施に直接必要な備品購
入費
※「スタート部門」においては対象
外となります。

その他

審議会の意見を聴いて町長が必要と
認めたもの
※対象経費判定については、個別に
経費の内容を審査

●補助金の額
【一般部門】

　補助対象経費合計額又は50万円のいずれか低い額

以内の額（千円未満切り捨て）　

【スタート部門】

　補助対象経費合計額又は20万円のいずれか低い額

以内の額（千円未満切り捨て）

●募集期間及び事業の実施期間
▶募集期間　

　令和５年６月１日（木）～６月30日（金）

▶プレゼンテーション及び書類審査（スタート部門は
　書類審査のみ）

令和５年７月下旬

▶事業の実施期間　
令和５年９月１日～令和６年３月31日　　　　

募集要項、選考方法等詳細については、下記へお問

合せください。

■お問合せ・申込先
　企画観光課企画係　☎55・6561（直通）

スタート部門、新設！

広報おおわに ５月号
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

令和５年度大鰐町移住・子育て住宅支援事業補助金のご案内

●補助対象工事及び補助（限度）額

町では、住宅の新築、建売又は中古住宅の購入及び

住宅のリフォーム（修繕、増改築工事等）をされる移

住者又は子育て世帯の方に対して、その経費の一部を

補助します。

●募集期間
　令和５年５月８日（月）～令和５年12月28日（木）

（受付時間：午前８時15分～午後５時（土日祝日を除

く））※予算が無くなり次第、終了となります。（先着順）
●補助対象住宅 

　町内にあり、自己が所有し居住する住宅（新築・建

売・中古（※空き家含む））

▼必須要件▼
・新築及びリフォームの場合は着工前、購入の場合は

売買契約前に申請すること

・新築又は購入の場合、実績報告までに所有権保存登

記が完了した住宅であること

・住宅の延べ床面積75㎡以上で、居住用部分が全体

面積の２分の１以上であること

・新築又は購入に係る契約の相手先は、補助対象者の

３親等以内の親族でないこと

●補助対象者
　町内において住宅整備（新築、建売又は中古住宅の

購入、リフォーム）を実施する、「移住者」又は「子

育て世帯」に該当する方が対象となります。

【移住者】とは…次のア、イのいずれかに該当し、町

内に定住の意思がある方

　ア　申請日以前の５年間において、町内に住民登録

　及び居住実態がない方

　イ　町内に住民登録した日以前の５年間において、

　町内に住民登録及び居住実態がなく、かつ転入後２

　年以内の方

【子育て世帯】とは…町内に住民登録及び居住実態が

あり、扶養する22歳以下の子ども又は妊婦と同居する方

▼必須要件▼
・補助対象住宅の所在地に住民登録があり、５年以上

継続して居住すること（※申請時、当該所在地に住民

登録がない場合は、実績報告までに住民登録すること）

・本人及び同居する方全員が町税等を滞納していないこと

・町の他制度の補助を受けておらず、又、過去に町が

実施した住宅支援事業の補助を受けていないこと

新築又は建売、中古住宅の購入
（※費用が500万円以上（税抜）であること）

リフォーム
（※費用が30万円以上（税抜）であること）

移住者 補助対象経費の３％（上限100万円）
補助対象経費の30％
（上限30万円　空き家の場合は上限50万円）

子育て世帯 補助対象経費の３％（上限50万円）

※補助金は、千円未満切り捨てした額となります。

※補助金の交付決定後に工事に着手することとし、又、完了日から30日以内又は令和６年３月29日までのいず

れか早い期日までに実績報告書を提出する必要があります。

※リフォームのみ町内施工業者による工事に限ります。

※補助対象に含まれないものがありますので、必ず事前にご相談ください。

■お問合せ　企画観光課移住定住促進係　☎55・6561（直通）

まずはご相談ください！



27

第46回大鰐温泉つつじまつり　期間／令和５年５月20日（土）～５月24日（水）

茶臼山公園は明治30年頃までは桜の名所として町民に親しまれていましたが、今ではつつじが植えられ ｢俳
句の小径｣ 等と相まって町内外の人々が、たくさん訪れるようになりました。

つつじまつりが開催されるようになり、今年で46回目を迎えました。
楽しいイベントも御用意いたしております。約１万５千本のつつじも、皆さんをお待ちいたしております。ど

うぞお誘いあわせのうえ、おいでくださいますようお願い申し上げます。
御協賛、御協力くださいました多くの方には心より感謝申し上げます。 

（大鰐温泉観光協会　会長）

｢どこからも岩木山見え花林檎｣　　手古奈
◎茶臼山公園での催し物　　　　　　　大鰐温泉つつじまつり本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( ５月20日～５月24日　９時～16時）

月　日 時　間 内　容 場　所

５月20日（土）

10時30分 開会式 茶臼山公園
山頂広場引き続き 大鰐中学校吹奏楽部演奏

13時00分 大鰐保育園和太鼓演奏

茶臼山公園
中間広場14時00分 認定こども園おおわに文化幼稚園

あじゃら東分園鼓隊演奏

15時00分 大鰐小学校マーチングバンド演奏

５月21日（日）
12時00分 桂　ゆり　歌謡ショー 茶臼山公園

中間広場13時00分 木田　俊之　歌謡ショー

まつり期間中
９時00分

～
16時00分

地元団体・商店売店
お茶席

茶臼山公園
中間広場

◎その他の会場での催し物
月　日 時　間 内　容 場　所

５月20日（土）
９時00分 第11回大鰐温泉つつじまつりグ

ラウンドゴルフ交歓大会
あじゃらグラウンド

ゴルフ場

13時00分 第30回増田手古奈記念大鰐温泉
俳句大会

地域交流センター
「鰐 come」

◎天候その他により、イベント内容・時間及び開催場所を変更する場合があります。

◎中間広場ステージを無料でお貸しします。カラオケ、芸能、バンド演奏、パフォーマンス等電源使用も無料です。

音響機器と音源（CD・テープ等）はご持参ください。

　日時：５月22日・23日・24日（12時～15時）　　

※ご利用の際は事前にまつり本部への届出をお願いします。

■お問合せ　大鰐温泉観光協会事務局（役場企画観光課内）☎55・6561（直通）

広報おおわに ５月号
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インフォメーション　  まちのお知らせ

令
和
４
年
度
大
鰐
町
教
育
委
員
会

顕
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た

令
和
４
年
度
大
鰐
町
教
育
委
員
会
顕
彰
式

が
３
月
20
日
、
大
鰐
町
中
央
公
民
館
で
開
か

れ
、
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
で
功
績
を
残
し
た
25

人
、
１
団
体
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

受
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
退
職
教
職
員
賞
表
彰

【
貢
献
頌
】

▼
石
澤
成
文
（
大
鰐
町
立
大
鰐
中
学
校
校
長

退
職　

累
計
管
内
在
職
期
間
４
年
）

【
感
謝
状
】

▼
太
田
真
由
美
（
大
鰐
町
立
大
鰐
小
学
校
教

諭
退
職　

累
計
管
内
在
職
期
間
４
年
）

●
大
鰐
町
ス
ポ
ー
ツ
賞
表
彰

【
ス
ポ
ー
ツ
賞
】
高
校
生
の
部

▼
佐
藤
冴
彪
（
東
奥
義
塾
高
等
学
校
）

・
特
別
国
民
体
育
大
会
冬
季
大
会
ス
キ
ー
競

技
会
い
わ
て
八
幡
平
白
銀
国
体
少
年
男
子
４

╳
10
km
リ
レ
ー 　

7
位　

▼
福
士
愛
香
（
東
奥
義
塾
高
等
学
校
） 　

・
令
和
４
年
度
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大

会
第
72
回
全
国
高
等
学
校
ス
キ
ー
大
会
女
子

５
km
フ
リ
ー
競
技　

 

9
位　
　

女
子
５
km

ク
ラ
シ
カ
ル
競
技 　

5
位

・
特
別
国
民
体
育
大
会
冬
季
大
会
ス
キ
ー
競

技
会
い
わ
て
八
幡
平
白
銀
国
体
少
年
女
子

５
km
ク
ラ
シ
カ
ル
競
技　

８
位

【
ス
ポ
ー
ツ
奨
励
賞
】
一
般
・
高
校
生
の
部

▼
平
田
翔
斗
（
専
修
大
学
）

・
特
別
国
民
体
育
大
会
冬
季
大
会
ス
キ
ー
競

技
会
い
わ
て
八
幡
平
白
銀
国
体
成
年
男
子

A 

10
km
ク
ラ
シ
カ
ル　

出
場　
　

成
年
男

子
4
×

10
km
リ
レ
ー　

出
場　
　

▼
成
田
有
梨
亜
（
柴
田
学
園
高
等
学
校
）

・
第
53
回
女
子
東
北
高
等
学
校
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
選
手
権
大
会　

第
３
位

・
第
17
回
東
北
高
等
学
校
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
選
抜
大
会　

第
３
位

▼
山
口
大
輝
（
東
奥
義
塾
高
等
学
校
）

・
特
別
国
民
体
育
大
会
冬
季
大
会
ス
キ
ー
競

技
会
い
わ
て
八
幡
平
白
銀
国
体
少
年
男
子 

10
km
ク
ラ
シ
カ
ル　

出
場

●
学
校
教
育
活
動
表
彰

【
学
校
文
化
賞
】
小
学
校
・
個
人
の
部

▼
葛
西
日
彩
（
大
鰐
小
学
校
）

・
第
45
回
（
令
和
４
年
度
）
Ｊ
Ａ
共
済
青
森

県
小
・
中
学
生
交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
コ
ン

ク
ー
ル　

最
優
秀
賞

・
第
51
回
（
令
和
４
年
度
）
Ｊ
Ａ
共
済
全
国

小
・
中
学
生
交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー

ル　

家
の
光
協
会
会
長
賞

小
学
校
・
団
体
の
部

・
全
日
本
小
学
生
バ
ン
ド
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

第
41
回
青
森
県
大
会　

金
賞

・
第
45
回
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン
ド
バ
ト
ン
ト

ワ
ー
リ
ン
グ
青
森
県
大
会
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン

ド
部
門 　

優
秀
賞

・
第
51
回
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン
ド
バ
ト
ン
ト

ワ
ー
リ
ン
グ
東
北
大
会 　

銀
賞

▼
澤
田
新　
　
　
　
　

▼
片
山
日
菜　

▼
佐
々
木
虎
之
助　
　

▼
行
方
翠　

▼
齋
藤
逞
斗  　
　

 　

 

▼
三
浦
大
守　

▼
大
平
暖
乃　
　
　
　

▼
後
藤
彩
貴

【
学
校
ス
ポ
ー
ツ
賞
】

小
学
校
・
個
人
の
部

▼
佐
藤
晟
真
（
大
鰐
小
学
校
）

・
岩
木
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ジ
ュ
ニ

ア
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
大
会
リ
レ
ー

小
学
校
の
部　

第
１
位

▼
瀨
川
絢
音
（
大
鰐
小
学
校
）

・
第
17
回
青
森
県
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選

手
権
大
会
女
子
A　

優
勝

・
第
23
回
ダ
イ
ハ
ツ
全
国
小
学
生
A
Ｂ
Ｃ
バ

ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
青
森
県
予
選
会
女
子
Ａ　

優
勝

・
第
23
回
青
森
県
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選

手
権
大
会
６
年
生
以
下
女
子
単　

優
勝　
　

▼
山
田
琴
都
（
大
鰐
小
学
校
）

・
岩
木
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ジ
ュ
ニ

ア
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
大
会
リ
レ
ー

小
学
校
の
部　

第
１
位

・
あ
じ
ゃ
ら
学
童
ス
キ
ー
大
会
ク
ロ
ス
カ
ン

ト
リ
ー
競
技
６
年
女
子
３
km　

優
勝

▼
佐
々
木
琉
（
大
鰐
小
学
校
）

・
岩
木
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ジ
ュ
ニ

ア
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
大
会
リ
レ
ー

小
学
校
の
部　

第
１
位

▼
畑
中
夢
叶
（
大
鰐
小
学
校
）

・
第
16
回
春
季
全
日
本
小
学
生
女
子
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
大
会
青
森
県
予
選
会　

優
勝

・
第
13
回
東
日
本
小
学
生
男
女
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会　

リ
ー
グ
第
１
位　
　

▼
山
口
隆
之
介
（
大
鰐
小
学
校
）

・
第
17
回
青
森
県
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選

手
権
大
会 

男
子
B　

優
勝

・
第
23
回
ダ
イ
ハ
ツ
全
国
小
学
生
A
Ｂ
C
バ

ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
青
森
県
予
選
会
男
子
Ｂ　

優
勝

・
第
33
回
青
森
県
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選
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手
権
大
会
４
年
生
以
下
男
子
単　

優
勝　
　

▼
福
田
磨
優
（
大
鰐
小
学
校
）

・
岩
木
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ジ
ュ
ニ

ア
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
大
会
小
学
３
年

男
子　

第
１
位

・
２
０
２
３
青
森
県
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ロ
ス
カ
ン

ト
リ
ー
ス
キ
ー
大
会
小
学
生
男
子
３
年
生
、

３
km　

第
１
位

・
第
53
回
青
森
県
小
学
生
ス
キ
ー
大
会
男
子

距
離
競
技
３
年
生
の
部　

第
１
位

・
あ
じ
ゃ
ら
学
童
ス
キ
ー
大
会
ク
ロ
ス
カ
ン

ト
リ
ー
競
技
３
年
男
子
３
km　

優
勝　
　

▼
畑
中
優
那
（
大
鰐
小
学
校
）

・
第
16
回
春
季
全
日
本
小
学
生
女
子
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
大
会
青
森
県
予
選
会　

優
勝

・
第
13
回
東
日
本
小
学
生
男
女
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会　

リ
ー
グ
第
１
位　
　

▼
畑
中
梨
那
（
大
鰐
小
学
校
）

・
第
16
回
春
季
全
日
本
小
学
生
女
子
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
大
会
青
森
県
予
選
会　

優
勝

・
第
13
回
東
日
本
小
学
生
男
女
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
大
会　

リ
ー
グ
第
１
位　
　

▼
佐
藤
結
菜
（
大
鰐
小
学
校
）

・
第
27
回
津
軽
南
地
区
小
学
生
陸
上
競
技
記

録
会
１
年
生
女
子
１
０
０
ｍ　

第
１
位

・
第
12
回
南
地
方
小
・
中
学
生
陸
上
競
技
秋

季
記
録
会　

第
１
位

中
学
校
・
個
人
の
部

▼
幸
山
華
子
（
大
鰐
中
学
校
）

・
第
59
回
東
北
中
学
校
ス
キ
ー
大
会
女
子
ス

ペ
シ
ャ
ル
ジ
ャ
ン
プ　

第
６
位　
　

女
子
ノ

ル
デ
ィ
ッ
ク
コ
ン
バ
イ
ン
ド　

第
５
位　
　

▼
外
崎
優
芽
（
大
鰐
中
学
校
）

・
第
72
回
青
森
県
中
学
校
体
育
大
会
冬
季
ス

キ
ー
競
技
大
会
女
子
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー 

リ
レ
ー　

第
１
位

・
第
59
回
東
北
中
学
校
ス
キ
ー
大
会
女
子
ク

ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
３
km
フ
リ
ー  

第
６
位　

女
子
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
３
km
ク
ラ
シ
カ
ル

　

第
６
位　
　

女
子
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー 

リ
レ
ー　

第
１
位

・
第
60
回
全
国
中
学
校
ス
キ
ー
大
会
女
子
ク

ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
リ
レ
ー　

第
５
位　
　

▼
長
利
菜
々
美
（
大
鰐
中
学
校
）

・
第
73
回
青
森
県
中
学
校
体
育
大
会
冬
季
ス

キ
ー
競
技
大
会
女
子
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー 

リ
レ
ー　

第
１
位

・
第
59
回
東
北
中
学
校
ス
キ
ー
大
会
女
子
ク

ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
３
km
ク
ラ
シ
カ
ル　

第
８
位

　

女
子
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
リ
レ
ー　

第
１
位

・
第
60
回
全
国
中
学
校
ス
キ
ー
大
会
女
子
ク

ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
リ
レ
ー　

第
５
位

▼
木
田
陸
仁
（
大
鰐
中
学
校
）

・
第
34
回
青
森
県
中
学
校
新
人
陸
上
競
技
選

手
権
大
会
男
子
２
年
１
５
０
０
ｍ　

第
１
位

▼
須
藤
快
（
大
鰐
中
学
校
）

・
第
60
回
全
国
中
学
校
ス
キ
ー
大
会
男
子
ク

ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー 

リ
レ
ー　

第
８
位　

▼
間
形
侑
那
（
大
鰐
中
学
校
）

・
第
68
回
全
日
本
中
学
校
通
信
陸
上
競
技
青

森
大
会
女
子
１
年
１
５
０
０
ｍ　

第
１
位

▼
山
口
真
央
（
大
鰐
中
学
校
）

・
第
73
回
青
森
県
中
学
校
体
育
大
会
冬
季
ス

キ
ー
競
技
大
会
女
子
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー 

リ
レ
ー　

第
１
位

・
第
59
回
東
北
中
学
校
ス
キ
ー
大
会
女
子
ク

ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー 

リ
レ
ー　

第
１
位

広報おおわに ５月号

■後列左から　成田教育委員・山口さん・佐藤さん・福士さん・貴田教育委員・山口教育委員■後列左から　成田教育委員・山口さん・佐藤さん・福士さん・貴田教育委員・山口教育委員
■前列左から　石澤校長・山田町長・前田教育長・須藤議長・太田教諭■前列左から　石澤校長・山田町長・前田教育長・須藤議長・太田教諭
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町
職
員
の

人
事
異
動

（
令
和
５
年
４
月
１
日
付
）

▼
氏
名
／
発
令
事
由
／
旧
所
属
／
備
考

（
出
向
、
配
置
換
に
伴
い
旧
職
は
解
か
れ
た

も
の
と
す
る
）

●
課
長
級

▼
山
口
文
博
／
総
務
課
付
（
久
吉
ダ
ム
水
道

企
業
団
派
遣
）
／
議
会
事
務
局
長
、
監
査
委

員
書
記
併
任

▼
奈
良
岡
学
／
建
設
課
長
／
建
設
課
長
／
建

設
課
長
補
佐
事
務
取
扱
を
解
く

▼
森
山
雄
一
朗
／
会
計
管
理
者
／
会
計
管
理

者
／
会
計
課
長
補
佐
、
会
計
係
長
事
務
取
扱

▼
長
利
清
永
／
議
会
事
務
局
長
、
監
査
委
員

書
記
併
任
／
税
務
課
長

▼
渡
邊
英
晃
／
税
務
課
長
／
総
務
課
副
参
事

▼
佐
藤
由
実
子
／
保
健
福
祉
課
副
参
事
／
保

健
福
祉
課
長
補
佐
／
保
健
師
業
務
担
当
を
解
く

▼
太
田
靖
子
／
教
育
委
員
会
学
務
生
涯
学
習

課
副
参
事
／
教
育
委
員
会
学
務
生
涯
学
習
課

長
補
佐　

●
課
長
補
佐
級

▼
岩
澤
佳
都
／
企
画
観
光
課
長
補
佐
／
企
画
観

光
課
長
補
佐
／
企
画
係
長
事
務
取
扱
を
解
く

▼
須
藤
喜
代
子
／
税
務
課
長
補
佐
／
税
務
課

長
補
佐
／
収
納
係
長
事
務
取
扱
を
解
く
・
資

産
税
係
長
事
務
取
扱　
　

▼
齋
藤
孝
嗣
／
農
林
課
長
補
佐
、
農
業
委
員

会
事
務
局
次
長
併
任
／
農
林
課
長
補
佐
、
農
業

委
員
会
事
務
局
次
長
併
任
／
農
政
農
務
係
長
事

務
取
扱
を
解
く
・
土
地
改
良
係
長
事
務
取
扱　

▼
北
山
し
の
ぶ
／
町
立
大
鰐
病
院
事
務
次
長

／
町
立
大
鰐
病
院
事
務
次
長
／
医
事
係
長
事

務
取
扱　
　

▼
原
子
慶
隆
／
総
務
課
長
補
佐
、
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
書
記
併
任
／
総
務
課
主
幹
、

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
書
記
併
任　

▼
三
浦
政
宣
／
総
務
課
長
補
佐
／
保
健
福
祉

課
主
幹　

▼
福
田
和
光
／
建
設
課
長
補
佐
／
建
設
課
主

幹
／
都
市
計
画
係
長
事
務
取
扱
を
解
く
・
下

水
道
係
長
事
務
取
扱　

●
主
幹
・
係
長
・
主
任
主
査

▼
白
川
紀
子
／
保
健
福
祉
課
主
幹
／
町
立
大

鰐
病
院
医
事
係
長
／
福
祉
係
長
事
務
取
扱　

▼
三
浦
直
樹
／
企
画
観
光
課
企
画
係
長
、
観

光
商
工
係
長
兼
務
／
建
設
課
下
水
道
係
長　

▼
三
浦
朋
代
／
企
画
観
光
課
管
財
係
長
、
温

泉
係
長
兼
務
／
企
画
観
光
課
管
財
係
長
、
観

光
商
工
係
長
、
温
泉
係
長
兼
務　
　

▼
齋

亮
子
／
税
務
課
収
納
係
長
／
議
会
事

務
局
係
長
、
監
査
委
員
書
記
併
任

▼
山
田
翔
太
／
農
林
課
農
政
農
務
係
長
、
林

政
係
長
兼
務
／
農
林
課
林
政
係
長
、
土
地
改

良
係
長
兼
務　

▼
原
子
心
一
／
建
設
課
建
築
係
長
、
都
市
計

画
係
長
兼
務
／
建
設
課
建
築
係
長

▼
水
木
真
喜
子
／
議
会
事
務
局
係
長
、
監
査

委
員
書
記
併
任
／
税
務
課
資
産
税
係
長

▼
三
上
翔
平
／
総
務
課
財
政
係
長
／
総
務
課

主
査

▼
小
野
ゆ
き
子
／
教
育
委
員
会
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
主
任
主
査
／
保
健
福
祉
課
主
任
主
査

●
主
査
級

▼
佐
々
木
祥
宇
／
総
務
課
主
査
／
総
務
課
主

査
（
青
森
県
実
務
研
修
）

▼
須
藤
大
典
／
総
務
課
主
査
／
企
画
観
光
課

主
査

▼
吹
田
幹
佳
／
総
務
課
主
査
／
住
民
生
活
課

主
査

▼
澁
谷
早
希
／
住
民
生
活
課
主
査
／
保
健
福

祉
課
主
査

▼
齋

修
一
郎
／
保
健
福
祉
課
主
査
／
総
務

課
主
査

▼
関
光
太
／
総
務
課
主
査
／
総
務
課
主
事　

▼
菊
池
志
歩
／
総
務
課
付
（
津
軽
広
域
連
合

派
遣
）
／
総
務
課
付
（
津
軽
広
域
連
合
派
遣
）

▼
八
木
橋
幸
洋
／
企
画
観
光
課
主
査
／
総
務

課
主
事　
　

▼
間
宮
直
人
／
税
務
課
主
査
／
税
務
課
主
事

▼
貴
田
さ
く
ら
／
税
務
課
主
査
／
税
務
課
主
事

▼
小
枝
翔
／
住
民
生
活
課
主
査
／
住
民
生
活

課
主
事

▼
花
岡
美
来
／
農
林
課
主
査
・
農
業
委
員
会

事
務
局
主
査
併
任
／
農
林
課
主
事
・
農
業
委

員
会
事
務
局
主
事
併
任　

▼
工
藤
慶
／
議
会
事
務
局
主
査
、
監
査
委
員
書
記

併
任
／
議
会
事
務
局
主
事
、
監
査
委
員
書
記
併
任

▼
八
木
澤
泰
暁
／
教
育
委
員
会
学
務
生
涯
学

習
課
主
査
、
中
央
公
民
館
主
査
、
国
民
ス
ポ
ー

ツ
大
会
準
備
室
主
査
兼
務
／
教
育
委
員
会
学
務

生
涯
学
習
課
主
事
、
中
央
公
民
館
主
事
兼
務

町職員の人事異動 ほか
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●
主
事
級

▼
長
利
ひ
か
る
／
総
務
課
主
事
（
青
森
県
実

務
研
修
）
／
住
民
生
活
課
主
事　
　

▼
桑
野
太
耀
／
総
務
課
付
（
久
吉
ダ
ム
水
道

企
業
団
派
遣
）
／
総
務
課
付
（
久
吉
ダ
ム
水

道
企
業
団
派
遣
）
／
期
間
更
新

▼
千
葉
真
子
／
総
務
課
付
／
保
健
福
祉
課

保
健
師

▼
神
優
作
／
保
健
福
祉
課
主
事
／
住
民
生
活

課
主
事　

●
新
採
用

▼
山
崎
未
空
／
住
民
生
活
課
主
事

▼
佐
々
木
佳
子
／
保
健
福
祉
課
保
健
師　
　

▼
佐
藤
海
斗
／
建
設
課
技
師　
　

▼
山
田
由
佳
／
会
計
課
主
事

▼
最
上
耕
吉
／
町
立
大
鰐
病
院
主
事

●
退
職
者
（
令
和
５
年
３
月
31
日
付
）

▼
木
田
昭
人
／
定
年
退
職
／
総
務
課
付
（
久

吉
ダ
ム
水
道
企
業
団
派
遣
）

▼
齋
藤
亜
紀
／
早
期
退
職
／
総
務
課
長
補
佐

▼
野
呂
裕
子
／
早
期
退
職
／
会
計
課
課
長
補
佐

▼
髙
橋
由
美
／
普
通
退
職
／
企
画
観
光
課
主
査

●
暫
定
再
任
用
（
短
時
間
勤
務
・
令
和
５
年

４
月
１
日
付
）

▼
三
橋
冬
樹
／
総
務
課
専
門
員　
　

▼
澤
田
政
三
／
総
務
課
専
門
員
、
選
挙
管
理

委
員
会
専
門
員
併
任　
　

▼
加
川
康
久
／
企
画
観
光
課
専
門
員　
　

▼
山
口
博
之
／
住
民
生
活
課
専
門
員　
　

▼
福
士
剛
／
住
民
生
活
課
専
門
員
／
農
林
課

専
門
員
、
農
業
委
員
会
事
務
局
専
門
員
併
任

▼
澤
田
典
子
／
保
健
福
祉
課
保
健
師　
　

▼
木
田
昭
人
／
農
林
課
専
門
員
、
農
業
委
員

会
事
務
局
専
門
員
併
任

▼
石
郷
成
人
／
会
計
課
専
門
員　

▼
三
橋
真
紀
子
／
町
立
大
鰐
病
院
専
門
員

▼
成
田
勝
治
／
町
立
大
鰐
病
院
専
門
員
／
企

画
観
光
課
専
門
員

　
●
再
任
用
任
期
満
了
（
令
和
５
年
３
月
31
日
）

▼
竹
内
勝
治
／
農
林
課
専
門
員

▼
小
川
行
造
／
教
育
委
員
会
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
専
門
員

▼
山
中
光
弘
／
建
設
課
専
門
員

県
民
駅
伝
選
手
選
考
会
を
実
施

し
ま
す

　

今
年
の
県
民
駅
伝
は
９
月
３
日
（
日
）
に

開
催
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

出
場
選
手
を
選
考
す
る
た
め
の
選
考
会
を

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

選
考
会
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
事

務
局
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

●
日
時

【
第
一
回
選
考
会
】
令
和
５
年
６
月
３
日
（
土
）

午
前
９
時
集
合

【
第
二
回
選
考
会
】
令
和
５
年
６
月
24
日
（
土
）

午
前
９
時
集
合

●
対
象

　

一
般
男
子
（
高
校
生
以
上
）
及
び
一
般
女

子
（
中
学
生
以
上
）

※
小
、
中
学
生
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
へ
通

知
し
て
お
り
ま
す
。

●
場
所

　

雨
池
ス
キ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

●
参
加
資
格

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
と
し
ま
す
。

・
大
鰐
町
民　

・
大
鰐
町
内
事
業
所
勤
務
者

・
大
鰐
町
内
の
小
・
中
学
校
卒
業
者

●
選
考
方
法

　

選
考
会
で
の
タ
イ
ム
を
参
考
に
選
考

　

一
般
男
子
（
高
校
生
以
上
）
５
、
０
０
０

メ
ー
ト
ル

　

一
般
女
子
（
中
学
生
以
上
）
３
、
０
０
０

メ
ー
ト
ル

問
青
森
県
民
駅
伝
競
走
大
会
大
鰐
町
実
行
委

員
会
事
務
局
（
町
中
央
公
民
館
内
）

☎
48
・
３
２
０
１

広報おおわに ５月号
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火災予防・交通安全　  こちら警察・消防！

火を消して火を消して

不安を消して　つなぐ未来不安を消して　つなぐ未来

令和５年度全国統一防火標語令和５年度全国統一防火標語

甲種防火管理新規講習
   該当する施設は受講を！

●とき
　【第１回】６月28日（水）・29日（木）

▶１日目…９時30分～16時10分

▶２日目…９時30分～16時20分

(２日間の受講が必要です。)

●ところ
　岩木文化センターあそべーる「１階ホール」（弘前

市賀田一丁目18番地４）

●定員　100名

●申込み
　第１回　５月22日（月）から26日（金）

消防本部予防課か最寄りの消防署・分署で受付しま

す。なお、申し込み受付期間内であっても定員になり

次第、受付を終了いたします。

●受講料
　講習料は無料ですが、事前に書店等でテキストを購

入していただきます。

※講習についての詳細は弘前地区消防事務組合のホー

ムページでも見ることができますのでご覧下さい。

（https://www.hirosakifd.jp）

●その他
新型コロナウイルス感染症対策のため、講習会はマ

スクの着用をお願い致します。なお、感染拡大状況に

よっては、安全確保の観点から中止や日程変更の可能

性があります。

■お問合せ
弘前消防本部予防課　☎32・5104

危険物安全週間

「意志つなぐ連携プレーで事故防ぐ」
（令和５年度危険物安全週間推進標語）

　６月４日（日）～10日（土）は危険物安全週間です。

　今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等に

おいて幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸

透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。

　しかし、近年、全国的に危険物を取り扱う際の事故

が増加傾向にあります。事故の原因は、誤った取り扱

いやうっかりミスなどの人的要因がほとんどです。危

険物を取り扱うときは、安全を再確認するように心掛

けましょう。

　消防本部では、危険物安全週間期間中、危険物関係

事業所の消防訓練や立入検査などを実施します。（内

容の変更や中止となる場合があります。）

■お問合せ
弘前消防本部予防課　☎32・5104

■大鰐町内の火災・救急発生状況（令和５年３月末現在）

令和５年 前年比
火　災 １件 ±０件
救　急 109件 + １件

消防だより

東消防署 南分署
☎48・2108
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ここで咲く　あなたの正義
警察官 A（大卒）及び警察行政（大卒程度）を募集します！

●受験資格等
受験
職種

採用予定
人員 受験資格

警察官 A
（大卒） 未定

・平成３年４月２日以降に生まれた者
で、大学を卒業した者又は令和６年３
月31日までに大学卒業見込みの者

警察官 A
（大卒・

武道指導）
未定

・平成３年４月２日以降に生まれた者
で、大学を卒業した者又は令和６年３
月31日までに大学卒業見込みの者
・柔道３段以上（講道館認定）又は剣
道３段以上（全日本剣道連盟認定）
・武道指導で第１次試験が不合格に
なっても、申込時に警察官 A の併願を
希望し合格点に達している場合、警察官
A の第２次試験に進むことができます。

警察行政 
（大卒程度） 未定

・平成３年４月２日から平成14年
４月１日までに生まれた者
・平成14年４月２日以降に生まれた
者で、大学を卒業した者又は令和６年
３月31日までに大学卒業見込みの者

●受付期間など
【警察官 A】
受付期間　５月８日（月）～６月16日（金）
第一次試験　７月９日（日）　青森市／八戸市／弘前
市／さいたま市
【警察行政】
受付期間　５月８日（金）～５月26日（金）
第一次試験　６月18日（日）　青森市／東京都

■受験手続及び案内、その他のお問合せ
【警察官 A】　
　青森県警察本部警務課人事・採用係
　☎0120・337・314
　青森県警察 HP（https://www.police.pref.aomori.
jp/keimubu/keimu/saiyo_index.html）
【警察行政】
　青森県人事委員会事務局任用担当
　☎017・734・9829

春の全国交通安全運動のお知らせ
●期間　令和５年５月11日（木）～20日（土）の10日間

【運動の重点】
①こどもを始めとする歩行者の安全の確保
②横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
③自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

特殊詐欺の被害をなくそう！
●青森県内の特殊詐欺発生状況

令和５年２月末現在の特殊詐欺の認知件数は11件
（前年比＋８件）、被害金額は約2,808万円（前年比＋
約878万円）です。
●架空料金請求詐欺
①サイト未納料金名目
②パソコンのウイルス除去費用名目   　　　など
◆◇「未納料金」「保険料の還付」「ウイルス感染」は
詐欺のキーワード！要注意 !! ◆◇

身に覚えのないお金の話は一人で対応せず、家族や
最寄りの警察署、交番・駐在所にご相談ください。
警察相談専用電話　♯9110または017・735・9110

山菜採りの遭難をなくそう
令和４年の山菜採りにおける遭難発生状況は、発生

件数21件（前年比＋８件）、遭難者23人（前年比＋８
人）、死者０人（前年比－３人）となっております。
【令和４年の春の山菜採り遭難の特徴】
①タケノコ採りの遭難が最も多い
②山菜採りの遭難は高齢者が大部分を占める
③道迷いが圧倒的に多い
【遭難防止のためのアドバイス】
●山に出かける前に ･･･
▶体調を確認し、２人以上で出かける。　▶天気予報
を確認し、家族などに行き先や帰宅予定時間を知らせ
ておく。　▶入山場所の地形を地図などで確認する。　
▶携帯電話や食料等、必要な装備を持つ。
●山に入るとき、山に入ったら ･･･
▶携帯電話は車に置かず持ち歩く。　▶奥に入り過ぎ
ず、お互いに声を掛け合い位置を確認する。　▶急斜
面や崖など、危険な場所は避ける。　▶集合時間を必ず
守り、早めの下山を心がける。
●万が一、道に迷ったら ･･･
▶日没後は歩き回らず救助を待つ。　▶ヘリコプター
の音が聞こえたら、見通しのよい場所でタオルなどを
振って合図する。

警察だより
黒石警察署大鰐交番
☎48・2241
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自
動
車
税
種
別
割
の
グ
リ
ー
ン
化

特
例
に
つ
い
て

県
で
は
、
毎
年
６
月
に
自
動
車
税
種
別
割
の

納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

自
動
車
税
種
別
割
は
、
自
動
車
環
境
対
策
の

観
点
か
ら
、
排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優

れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

そ
の
排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
に
応
じ
て
税

率
を
軽
減
（
軽
課
）
し
、
初
回
新
規
登
録
か
ら
一

定
の
年
数
を
経
過
し
た
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動

車
に
つ
い
て
は
税
率
を
重
く
（
重
課
）
す
る
「
自

動
車
税
種
別
割
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例
」
が
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
青
森
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

に
な
る
か
、
中
南
地
域
県
民
局
県
税
部
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
中
南
地
域
県
民
局
県
税
部
納
税
管
理
課

☎
32
・
１
１
３
１
（
内
線
２
３
３
、３
３
３
）

Hh
ttp

s://w
w

w
.p

ref.ao
m

o
ri.lg

.jp
/

soshiki/soum
u/zeim

u/027_jidousha_
green.htm

l

土
地
・
家
屋
現
況
調
査
の
実
施
に

つ
い
て

町
で
は
、
固
定
資
産
の
公
正
で
適
正
な
課
税

を
行
う
た
め
、
土
地
及
び
家
屋
の
現
況
調
査
を
実

施
し
ま
す
。

　

町
職
員
及
び
調
査
員
が
土
地
の
利
用
現
況
や
家

屋
の
建
築
状
況
確
認
の
た
め
、
敷
地
内
に
立
ち
入

ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
や
問
い
合
わ
せ
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
調
査
員
に
つ
い
て

　

町
職
員
及
び
当
町
固
定
資
産
評
価
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
証
し
た
調
査
員
証
を
携
帯
し
た
調
査

員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

●
調
査
内
容
に
つ
い
て

　

土
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
課
税
台
帳
の
登
録
内

容
に
基
づ
き
、評
価
地
目
と
現
況
地
目
と
の
相
違
、

土
地
の
利
用
状
況
等
を
調
査
し
ま
す
。

　

家
屋
に
つ
い
て
は
、
新
築
家
屋
及
び
未
評
価
家

屋
の
建
築
状
況
や
取
り
壊
し
等
の
申
請
が
あ
っ
た

家
屋
に
つ
い
て
現
況
確
認
を
し
ま
す
。

※
新
築
及
び
未
評
価
家
屋
の
家
屋
評
価
に
つ
い
て

は
、
別
途
お
知
ら
せ
の
う
え
、
立
ち
合
い
で
の
調

査
と
な
り
ま
す
。

●
調
査
後
の
対
応
に
つ
い
て

　

土
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
課
税
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
る
現
況
地
目
と
利
用
状
況
の
相
違
が
認
め

ら
れ
た
場
合
、
翌
年
度
か
ら
現
況
地
目
を
変
更
し

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
税
額
が
変
更
に
な
る
場
合
は
、

調
査
の
翌
年
度
の
課
税
か
ら
反
映
さ
れ
ま
す
。

　

家
屋
に
つ
い
て
は
、
家
屋
課
税
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
る
内
容
と
相
違
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
翌

年
度
か
ら
登
録
内
容
を
変
更
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
税
額
が
変
更
に
な
る
場
合
は
、
調
査
の
翌
年
度

の
課
税
か
ら
反
映
さ
れ
ま
す
。

問
税
務
課
資
産
税
係　

☎
55
・
６
５
６
２
（
直
通)

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き
を

お
忘
れ
な
く
！

　

労
働
保
険
で
は
、
前
年
度
の
保
険
料
を
精
算
す

る
た
め
の
確
定
保
険
料
と
新
年
度
の
概
算
保
険
料

の
申
告
・
納
付
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
「
労
働
保
険
年
度
更
新
」
と
い
い
ま
す
。

　

労
働
保
険
年
度
更
新
の
手
続
き
は
、
６
月
１
日

（
木
）
か
ら
７
月
10
日
（
月
）
ま
で
の
間
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
手
続
き
は
窓
口
又
は
郵
送
に
よ
る

ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
電
子
申
請
が
便

利
で
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
険
料
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
が

便
利
で
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
青
森
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
１
７
・
７
３
４
・
４
１
４
５

弘
前
労
働
基
準
監
督
署

☎
33
・
６
４
１
１

Hh
ttps://jsite.m

h
lw

.go.jp/aom
ori-

roudoukyoku/hom
e.htm

l

「
災
害
情
報
テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド
」

の
案
内
番
号
変
更
に
つ
い
て

「
災
害
情
報
テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド
」
と
は
、
弘
前

地
区
消
防
事
務
組
合
管
内
で
発
生
し
た
、
消
防
車

両
が
出
動
中
の
火
災
、
救
助
及
び
救
急
支
援
な
ど

の
災
害
発
生
を
電
子
音
声
で
お
知
ら
せ
す
る
案
内

電
話
で
す
。
今
回
、
シ
ス
テ
ム
の
変
更
に
伴
い
、

案
内
番
号
及
び
案
内
内
容
が
変
わ
り
ま
す
。

新
災
害
情
報
テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド
は
、
災
害
発

生
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、

従
来
の
よ
う
に
火
災
の
鎮
圧
、
鎮
火
及
び
活
動
終

了
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

新
番
号
は
「
０
５
０
・
５
５
３
６
・
３
８
９
６
」、

変
更
期
日
は
令
和
５
年
５
月
１
日
（
月
）
か
ら
と

な
り
ま
す
。
災
害
情
報
の
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は

新
番
号
に
お
掛
け
に
な
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。ま

た
、
１
１
９
番
は
緊
急
通
報
用
の
回
線
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
１
１
９
番
で
災
害
情
報
の
案

内
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
掛
け
に
な
ら

な
い
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
弘
前
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部
通
信
指
令

課　

☎
32
・
５
１
０
１
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総
務
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

６
月
１
日
～
10
日
は
「
電
波
利
用
環
境
保
護

周
知
啓
発
強
化
期
間
」
で
す
。

電
波
は
航
空
機
や
船
舶
、
警
察
、
消
防
、
救

急
用
な
ど
、
私
た
ち
の
生
活
の
安
心
・
安
全
の
確

保
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

不
法
電
波
は
、
こ
ん
な
大
切
な
通
信
を
妨
害
し

て
私
た
ち
の
生
活
や
、人
命
の
安
全
を
脅
か
し
ま
す
。

問
総
務
省
東
北
総
合
通
信
局
相
談
窓
口

☎
０
２
２
・
２
２
１
・
０
６
４
１

町
税
は
「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」

か
ら
お
支
払
で
き
ま
す

　

納
付
済
通
知
書
の
右
下
に
ｅ
Ｌ
︱
Ｑ
Ｒ
が
印
字

さ
れ
て
い
る
納
付
済
通
知
書
は
、
地
方
税
お
支
払

サ
イ
ト
か
ら
の
お
支
払
が
可
能
で
す
。

　

24
時
間
３
６
５
日
、
ご
自
宅
や
お
出
掛
け
先
か

ら
で
も
お
支
払
手
続
き
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
か
ら
納
付
で
き
る
町
税
】

・
町
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

・
固
定
資
産
税
（
鉱
泉
地
分
の
納
付
は
で
き
ま
せ

ん
）

・
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

・
国
民
健
康
保
険
税

問
税
務
課
収
納
係　

☎
55
・
６
５
６
２

６
月
１
日
～
30
日
は
土
砂
災
害
防

止
月
間
で
す

国
と
県
で
は
、
毎
年
６
月
１
日
か
ら
30
日
ま

で
を
『
土
砂
災
害
防
止
月
間
』
と
位
置
づ
け
、
本

格
的
な
豪
雨
の
時
期
を
前
に
、
土
砂
災
害
に
よ
る

被
害
防
止
に
向
け
て
様
々
な
防
災
・
広
報
活
動
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

県
内
に
は
、
約
４
、０
０
０
箇
所
も
の
土
砂
災

害
危
険
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
山
あ
い
の
沢
筋
に
堆

積
し
た
土
砂
や
巨
石
が
雨
で
増
え
た
沢
水
と
一
緒

に
流
れ
出
る
『
土
石
流
』、
地
下
水
の
上
昇
に
よ

り
地
盤
が
ゆ
る
み
、
地
盤
全
体
が
ゆ
っ
く
り
と
す

べ
り
出
す
『
地
す
べ
り
』、雨
を
含
ん
で
脆
く
な
っ

た
崖
が
突
然
崩
壊
す
る
『
が
け
崩
れ
』
な
ど
、
ど

れ
も
強
い
雨
が
原
因
と
な
り
、
山
や
崖
が
あ
る
地

域
で
は
ど
こ
で
も
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

昨
年
は
、
日
本
各
地
で
約
１
、０
０
０
件
も
の

土
砂
災
害
が
多
発
し
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出
ま
し

た
。「
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
強

い
雨
が
降
っ
て
い
る
」
と
き
は
「
今
ま
で
に
経
験

し
た
こ
と
の
な
い
災
害
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
心
に
留
め
、
日
頃
か
ら
危
機
意
識
を
持
つ

と
と
も
に
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ど
で
避
難
場
所

及
び
避
難
経
路
を
確
認
す
る
な
ど
、
土
砂
災
害
に

よ
る
被
害
ゼ
ロ
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

問
総
務
課
消
防
防
災
係
（
災
害
発
生
時
連
絡
先
）

☎
48
・
２
１
１
１

青
森
県
土
木
整
備
部
河
川
砂
防
課
砂
防
グ
ル
ー
プ

☎
０
１
７
・
７
３
４
・
９
６
７
０

Ｈh
ttp

s://w
w

w
.p

re
f.a

o
m

o
ri.

lg
.jp

/so
sh

iki/ken
d

o
/kasen

sab
o

/
R5doshagekkan.htm

l
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令和５年度大鰐町職員採用試験の実施について
試験区分 募集人数 受験資格 申込締切日 第１次試験

行政職
（大卒程度） ２名程度

①平成６年４月２日から平成14年４月１日まで
　に生まれた者
②平成14年４月２日以降に生まれた者で、学校
　教育法による大学（短期大学を除く。）を卒
　業した者又は令和６年３月31日までに卒業す
　る見込みの者

５月29日（月） ７月９日（日）
大鰐町内

土木職
（大卒程度） １名

①平成６年４月２日から平成14年４月１日まで
　に生まれた者
②平成14年４月２日以降に生まれた者で、学校
　教育法による大学（短期大学を除く。）を卒
　業した者又は令和６年３月31日までに卒業す
　る見込みの者

同上 同上

保健師
（大卒程度） １名

昭和61年４月２日以降に生まれた者で、保健師
の免許を有する者又は令和５年度の国家試験で
免許を取得する見込みの者

同上 同上

　　〒038-0292　青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館５番地３　
　　大鰐町総務課職員採用試験係宛
※受験申込書は、町ホームページからダウンロードできるほか、総務課で配布しています。
※郵送する際には、封筒に「受験申込」と明記してください。
※写真（カラー写真、縦４㎝ × 横３㎝）は、試験日から６か月以内に撮影したもので、裏面に試験職種と氏名
を必ず記入して貼付してください。
●留意事項
（１）第２次試験の日程及び会場は、第１次試験合格者に合格通知とともにお知らせします。
（２）この試験の最終合格者は、採用試験の得点順に採用候補者名簿に登載され、上位の者から意思を確認した
上で採用します。採用の時期は、令和６年４月１日以降の予定です。なお、採用候補者名簿の有効期限は、令和
７年３月31日までです。
（３）最終合格者であっても、受験資格を満たさないことが判明した場合は、採用候補者名簿から削除され、採
用資格を失います。また、受験申込書の記載事項に虚偽があった場合又は採用までに公務員としてふさわしくな
い行為等があった場合は、採用されないことがあります。
（４）試験科目は、町ホームページに掲載しています。
●初任給
　行政職（大卒程度）　大学新卒者で191,700円
　土木職（大卒程度）　大学新卒者で191,700円
　保健師（大卒程度）　大学新卒者で221,500円
　※初任給は、経験年数等により加算されることがあります。
●その他
　行政職（高卒程度）の募集も行う予定ですが、試験日が異なるため別途お知らせします。

■お問合せ　大鰐町総務課職員採用試験係　☎48・2111（代）

※日本の国籍を有しない者、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する者は受験できません。
※大卒程度とは、大学卒業者が対象ということではなく、試験問題の程度が大学卒業程度であるという意味です。
受験資格を満たしていれば受験可能です。
●申込方法
　受験申込書を下記宛先まで郵送してください。締切日までに到着したものに限り受付けます。
�
︱
�

�
︱
�
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５ 月
20 日（土）～ 24 日（水）●第46回大鰐温泉つつじまつり

20 日（土）●第30回増田手古奈記念大鰐温泉俳句大会
　　場所：大鰐地域交流センター鰐 come

６ 月
３日（土）○第27回万国ホラ吹き大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■天候等による日程の変更にご注意ください

おくやみもうします
亡くなった人（年齢）地区名

お誕生おめでとう
お子さん（地区名）

戸籍の窓口
■ ３月受付分

（※順不同、敬称略。大鰐町に届け出し、希望された方のみ掲載しています。）

大鰐町の人口と世帯数
令和５年３月末日現在
人　口 8,６０９人
前月比 －29人
　　男 3,960人
　　女 4,649人
平均年齢 56.9歳
世帯数 4,1０8世帯
前月比 +13世帯

◎『広報おおわに』に掲載の各種催しについて
　本誌に掲載した各種催し・教室等について、天候等の影響や社会情勢により、中止や延期、変更となる場合が

ありますので、ご了承ください。

・工　藤　鉄
てっ

　心
しん

（蔵館５B）

・柴　田　て　る（94歳）苦木

・下　山　つよの（91歳）大鰐７A

・新　田　新市郎（88歳）大鰐７A

・ 　地　ミ　サ（95歳）三ツ目内A

・山　田　さ　つ（75歳）元長峰

・山　中　ミチヱ（85歳）居土

・山　口　ソ　ノ（101歳）虹貝

・外　崎　ヒ　サ（89歳）唐牛

・ 　池　俊　一（80歳）蔵館４

・佐々木　 　枝（88歳）唐牛

・阿　保　と　み（100歳）八幡館

・岸　　　登美子（76歳）唐牛

■
毎
月
20
日
は
、
健
康
の
日
で
す
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。
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●広報おおわには町のホームページでも公開しています　【URL】 http://www.town.owani.lg.jp/

今月の表紙

大鰐町ＨＰへ
ジャンプします

広報おおわに　No.736
令和５年５月号
発行　大鰐町
編集　大鰐町総務課
〒038－0292
青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字
羽黒館５番地３
TEL　48・2111
FAX　47・6742
H  P　http://www.town.owani.lg.jp/
発行部数　4,000部

３歳児健診 むし歯のない子３歳児健診 むし歯のない子
３月の３歳児健診でむし歯が無かった子どもたちを紹介します！

棟
むなかた

方　詩
こ と こ

子 ちゃん
　　  （居土）

佐
さ さ き

々木　捺
な お

央 ちゃん
　 　 （鯖石）

吹
ふ き た

田　夏
か の

野 ちゃん
　   （蔵館３）

石
いしごう

郷　沙
さ な

奈 ちゃん
　  （前田ノ沢）

樋
といかわ

川　蒼
あ お と

都 くん
　  （大鰐７A）

山
や ま だ

田　妃
ひ な た

夏 ちゃん
　  （大鰐７A）

水
み ず き

木　ゆう ちゃん
　　  （苦木）

わになって みんなポカポカ 大鰐町

町でも桜が見頃とな
り、春を感じる表紙に
したいと思い、シャッ
ターを切りました。

町の桜の名所である
あじゃら公園では例年
よりも早い開花となり、
薄紅色や白色の花を楽
しむことができました。
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